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第 章    計画策定にあたって 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

近年、障害のある方の高齢化と障害の重度化が進む中で、障害福祉のニーズはま

すます複雑多様化しており、すべての障害のある方が、地域で安心して生活できる

まちづくりが求められています。また、障害者基本法の理念にのっとり、障害の有

無によって分け隔てられることなく、障害のある方もない方も相互に人格と個性を

尊重し合い、ともに支えあいながら暮らすことができるまちづくりが重要となりま

す。 

国は、平成25年４月に障害者自立支援法を改正し、障害の定義に難病等を追加し、

地域社会における共生の実現に向けて、障害のある方の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律」（以下「障害者総合支援法」という。）を施行しました。平成28年５月には、

障害福祉サービス及び障害児通所支援の拡充等を内容とする「障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」

が成立し、障害のある方の望む地域生活の支援の充実や障害のある子どもへの支援

ニーズの多様化に対しきめ細かな対応等を図ることとしています。 

また、平成26年1月には「障害者の権利に関する条約」に批准し、平成28年４月

に、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い

ながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを

目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差

別解消法」という。）及び雇用の分野における障害のある方に対する差別の禁止及

び障害のある方が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置（合理的配慮

の提供義務）を定める「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」

が施行されています。 

高齢福祉、子ども・子育て支援等に関する各制度の成熟化が進む一方で、人口減

少、家族・地域社会の変容などにより、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合

いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービス

と協働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現が求められ

ています。 
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昨今では、支援が必要な場合であっても、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱

え、複合的な支援を必要とするといった状況もみられ、多様な生活課題を抱えてい

るケースが増えています。個別ニーズへの対応だけではなく、当事者の生活背景も

視野に入れた、分野横断的な総合的支援の必要性が高まっています。 

また、国の基本指針では、直近の障害者施策の動向等を踏まえ、令和３年度から

令和５年度までの第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画の策定に当たり、

障害福祉人材の確保や障害者の社会参加を支える取組が盛り込まれるなど、見直し

がされています。こうした背景のもと、本町では、平成30年３月に策定した「第5

期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画」の計画期間が令和２年度をもって終了する

ことから、本町の障害者施策を引き続き計画的に推進していくため、新たに令和３

年度を初年度とした「第6期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」を策定すること

とし、同時に「横芝光町第３次障害者基本計画」の改訂を行いました。 

 

  



 

 
3 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、国の基本指針に基づき、障害のある方の地域生活を支援するためのサ

ービス基盤整備等に係る令和５年度末における成果目標を設定するとともに、各種

サービスの必要量を見込み、その提供体制を確保するための方策について定める計

画で、障害者基本法第11条第３項に規定する「市町村障害者計画」、障害者総合支

援法第88条に基づく「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法第33条の20に基づく

「市町村障害児福祉計画」を一体的に策定したものです。 

策定にあたっては、第４次障害者基本計画（国）や第七次千葉県障害者計画（県）、

関連法・指針等を踏まえて策定するとともに、第２次横芝光町総合計画及び横芝光

町地域福祉計画、国・県・町の関連計画等における障害者施策との整合性を保ちな

がら策定したものです。 

 

   ■関連計画関係図 
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３ 計画の対象 

本計画では、身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害（発達障

害、高次脳機能障害などを含む）や難病等（361疾病）のために、日常生活や社会

性において様々なハンディキャップがある人を含みます。 

 

 

４ 計画の期間 

本計画の期間は、国の基本指針に基づき、令和３年度から令和５年度までの３年

間を計画期間とします。社会経済の変動等に柔軟に対応するため、必要に応じて見

直しを行うものとします。 

 
     ■計画期間 

平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

      

 

 

 

 

  

第５次障害福祉計画・ 
第１次障害児福祉計画 

第６次障害福祉計画・ 
第２次障害児福祉計画 

第３次障害者基本計画 
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５ 関連する法律の整備等 

（１）国の基本計画 

① 障害者基本計画（第４次）（平成 30年閣議決定） 

＜基本理念＞ 

共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加

し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援 

＜基本的方向＞ 

１．2020東京パラリンピックも契機として、社会のバリア（社会的障壁）除去を

より強力に推進 

２．障害者権利条約の理念を尊重し、整合性を確保 

３．障害者差別の解消に向けた取組を着実に推進 

４．着実かつ効果的な実施のための成果目標を充実 

＜総論の主な内容＞ 

○当事者本位の総合的･分野横断的な支援 

○障害のある女性、子ども、高齢者の複合的な困難や障害特性等に配慮したきめ細

かい支援 

○障害者団体や経済団体とも連携した社会全体における取組の推進 

○「命の⼤切さ」等に関する理解の促進、社会全体における「⼼のバリアフリー」

の取組の推進 

 

（２）関連法の動向 

① 関連法の制定・改正 

ア 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正 

（平成 29年） 

・民間の空き家・空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者等

の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設するなど、住宅

セーフティネット機能を強化 

 

イ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正 

（平成 30年） 

・理念規定に、共生社会の実現、社会的障壁の除去に留意すべき旨を明確化し、国

および国民の責務に、高齢者、障害者等に対する支援（鉄道駅利用者による声か

け等）を明記し、全国におけるバリアフリー化を一層推進するために総合的な措

置を講ずる 
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ウ 学校教育法等の一部改正（平成 30年） 

・障害等により教科書を使用して学習することが困難な児童生徒の学習上の支援の

ため、必要に応じて「デジタル教科書」を通常の紙の教科書に代えて使用するこ

とができるよう、所要の措置を講ずる 

 

エ 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の制定（平成 30年） 

・施設のバリアフリー化や情報保障といった、障害のある人が文化芸術を鑑賞しや

すくする取組や、作品を発表できる機会の確保、著作権の保護、高い評価を受け

た作品の販売･発信に関する支援など、障害のある人が、文化芸術を鑑賞･参加･創

造できるための環境整備や、そのための支援を促進する 

 

オ ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法

律の制定（平成 30年） 

・ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策を総合的かつ一体的に推進するため、国

等の責務を明記し、諸施策の実施状況の公表や諸施策の策定等に当たっての留意

点を定めた 

 

カ 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正（令和元年） 

・国および地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関す

る措置を講ずることが盛り込まれるとともに、民間の事業主に対する措置として、

特定短時間労働者を雇用する事業主に対する特例給付金の支給や障害者の雇用の

促進等に関する取組の実施状況が優良な中小事業主の認定などの新たな制度の創

設が盛り込まれた 

 

キ 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整

備に関する法律の制定（令和元年） 

・成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人およ

び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別さ

れないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適

正化等を図るための措置を講ずる 

 

ク 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律の制定（令和元年） 

・視覚障害者等の読書環境の整備推進に関し、国や自治体が果たすべき責務などを

明記するとともに、図書館利用に係る視覚障害者等の読書環境の整備を総合的に

進めるための施策が示された 
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（３）障害福祉計画の見直しの動向 

① 基本指針の基本的理念に係る見直しの主なポイント 

ア 地域における生活の維持および継続の推進 

・地域生活支援拠点等の機能の充実を進める 

・日中サービス支援型共同生活援助等のサービスを踏まえた地域移行の検討 

 

イ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を一層推進するため、精神障

害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数を成果目標に追

加する 

・依存症に対する誤解および偏見を解消するための関係職員に対する研修の実施お

よび幅広い普及啓発、相談機関および医療機関の周知および整備並びに自助グル

ープ等の当事者団体を通じた回復支援が重要であり、地域においてさまざまな関

係機関が密接に連携して依存症である者等およびその家族に対する支援を行う必

要がある 

 

ウ 福祉施設から一般就労への移行等 

・一般就労への移行や工賃・賃金向上への取組を促進させる 

・就労定着支援事業の利用促進を図り、障害者が安心して働き続けられる環境整備

を進める 

 

エ 「地域共生社会」の実現に向けた取組 

・「相談支援」「参加支援（社会とのつながりや参加の支援）」「地域やコミュニ

ティにおけるケア・支え合う関係性の育成支援」を一体的に実施する包括支援体

制の構築に取り組む 

・地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組み作りや制度の縦割りを超

えた柔軟なサービスの確保に取り組む 

・地域ごとの地理的条件や地域資源の実態などを踏まえながら、包括的な支援体制

の構築に取り組む必要がある 

 

オ 発達障害者等支援の一層の充実 

・発達障害者等に対して適切な対応を行うため、ペアレントプログラムやペアレン

トトレーニングなどの発達障害者等の家族等に対する支援体制の充実を図る 

・発達障害を早期かつ正確に診断し、適切な発達支援を行う必要があることから、

発達障害の診断等を専門的に行うことができる医療機関等を確保することの重要

性を盛り込む 
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カ 障害児通所支援等の地域支援体制の整備 

・障害児入所支援における18歳以降の支援のあり方について、関係機関が参画して

協議を行う体制の整備について盛り込む 

・重症心身障害児および医療的ケア児のニーズの把握の必要性について明記する 

 

キ 障害者による文化芸術活動の推進 

・障害者が文化芸術を享受し創造や発表の機会等の多様な活動を促進し、文化芸術

活動を通じた障害者の個性と能力の発揮および社会参加を図る 

・視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進する 

 

ク 障害福祉サービスの質の確保 

・多様となっている障害福祉サービスを円滑に実施し、より適切に提供できるよう、

サービス事業者や自治体における研修体制の充実や適正なサービス提供が行えて

いるどうかを情報収集するなどの取組について、基本指針に盛り込む 

 

ケ 福祉人材の確保 

・提供体制の確保と併せてそれを担う人材を確保していく必要がある 

・専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進、障害福祉現場の魅力

に関して積極的な周知・広報の実施 など、関係者が協力して取り組んでいくこ

とが重要である 

・関係団体等からの提供体制の確保や人材確保の要望が多くあることから、基本指

針に盛り込む 

 

※ 基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 87 条第 1 項

および児童福祉法第 33条の 19 第 1項の規定に基づき、市町村および都道府県が障害福祉

計画および障害福祉児障害福祉計画を定めるにあたって、サービス等の提供体制および自立

支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として国が、基本的な方針を定めたものです。 
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第 章    横芝光町の障害者（児）の状況 

 

 

１ 町の人口推移 

（１）総人口の推移 

令和元年度末の本町の総人口は23,467人で、ここ数年は減少傾向となっていま

す。年齢別では、65歳以上が8,482人（約36％）と最も多く、次いで40～64歳

が7,544人（約32％）となっています。 

（人） 

 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

0～17 歳 3,340 3,302 3,180 3,067 2,987 

18～39歳 4,963 4,840 4,669 4,561 4,454 

40～64歳 8,607 8,008 7,888 7,708 7,544 

65 歳以上 7,707 8,253 8,351 8,424 8,482 

計 24,617 24,403 24,088 23,760 23,467 

資料：住民課（住民基本台帳 各年度末現在） 

 

２ 障害者手帳所持者等の状況 

（１）障害者手帳所持者の推移 

令和元年度末の本町の障害者手帳所持者数は1,246人で、平成27年度と比較して、

この４年間で65人の増加となっています。 

手帳別では、身体障害者手帳所持者は8人、療育手帳所持者は26人、精神障害者

保健福祉手帳所持者は31人の増加となっています。 

（人） 

 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

身体障害者手帳 863 866 869 876 871 

療育手帳 185 192 197 202 211 

精神障害者保健福祉手帳 133 135 144 149 164 

計 1,181 1,193 1,210 1,227 1,246 

資料：福祉課及び福祉行政報告例（各年度末現在） 
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（２）身体障害者の状況 

① 年齢別 

年齢別では、令和元年度末現在、65歳以上が600人（約69％）と最も多く、次

いで40～64歳が227人（約26％）となっています。 

（人） 

 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

0～17 歳 16 16 16 13 13 

18～39歳 47 44 41 41 31 

40～64歳 237 240 240 235 227 

65 歳以上 563 566 572 587 600 

計 863 866 869 876 871 

資料：福祉課及び福祉行政報告例（各年度末現在） 

 

② 等級別 

等級別では、令和元年度末現在、１級が306人（約35％）と最も多く、次いで４

級が187人（約21％）となっています。 

（人） 

 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

１級 295 295 295 305 306 

２級 155 152 153 147 145 

３級 126 130 136 138 129 

４級 186 190 187 184 187 

５級 60 58 56 58 59 

６級 41 41 42 44 45 

計 863 866 869 876 871 

資料：福祉課及び福祉行政報告例（各年度末現在） 
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③ 障害種類別 

障害種類別では、令和元年度末現在、肢体不自由が481人（約55％）と最も多く、

次いで内部障害が285人（約33％）となっています。 

（人） 

 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

視覚障害 53 54 53 54 54 

聴覚・平衡機能障害 32 32 34 36 36 

音声・言語・そしゃく機

能障害 
13 15 16 17 15 

肢体不自由 499 499 496 493 481 

内部障害 266 266 270 276 285 

計 863 866 869 876 871 

資料：福祉課及び福祉行政報告例（各年度末現在） 
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（３）知的障害者の状況 

① 年齢別 

年齢別では、令和元年度末現在、18歳以上が167人（約79％）、0～17歳が44

人（約21％）となっています。 

（人） 

  

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

0～17 歳 49 42 41 39 44 

18 歳以上 136 150 156 163 167 

計 185 192 197 202 211 

資料：福祉課及び福祉行政報告例（各年度末現在） 

 

 

② 程度別 

程度別では、令和元年度末現在、Ａ（重度）が81人（約38％）、Ｂ（中軽度）

が130人（約62％）となっています。 

（人） 

  
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

○Ａ (※) Ａの１、Ａの

２（重度） 
76 76 81 81 81 

Ｂの１（中度） 50 53 55 55 56 

Ｂの２（軽度） 59 63 61 66 74 

計 185 192 197 202 211 

資料：福祉課及び福祉行政報告例（各年度末現在） 

※○Ａ：１８歳以上は○Ａの１、○Ａの２に細分化される。 
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（４）精神障害者の状況 

① 年齢別 

年齢別では、令和元年度末現在、40～59歳が76人（約46％）で最も多く、次

いで60歳以上が49人（約30％）となっています。 

（人） 

  

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

0～19 歳 5 6 7 5 3 

20～39歳 31 32 31 24 36 

40～59歳 66 64 67 73 76 

60 歳以上 31 33 39 47 49 

計 133 135 144 149 164 

資料：福祉課及び千葉県精神保健福祉センター（各年度末現在） 

 

 

 

② 程度別 

程度別では、令和元年度末現在、2級が104人（約63％）で最も多く、次いで３

級が31人（約20％）となっています。 

（人） 

  

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

１級 29 29 31 29 29 

２級 77 75 86 90 104 

３級 27 31 27 30 31 

計 133 135 144 149 164 

資料：福祉課及び千葉県精神保健福祉センター（各年度末現在） 
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（５）自立支援医療の状況 

自立支援医療の受給者数は、令和元年度末現在342人で、うち精神通院医療が

316人（約92％）で最も多く、増加傾向にあります。 

（人） 

  

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

更生医療（①） 23 24 21 24 22 

育成医療（②） 4 4 6 2 4 

精神通院医療（③） 280 284 281 283 316 

計 307 312 308 309 342 

①②資料：福祉課（各年度末現在） 

③資料：千葉県精神保健福祉センター（各年度末現在） 

 

 

（６）難病患者等の状況 

特定疾患医療給付受給者数は、令和元年度末現在155人、小児慢性特定疾患医療

給付受給者数は、令和元年度末現在14人となっています。 

（人） 

  平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

特定疾患医療給付

受給者数 
199 199 158 157 155 

小児慢性特定疾患

医療給付受給者数 
19 19 16 17 14 

計 218 218 174 174 169 

資料：山武健康福祉センター（各年度末現在） 
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（７）障害福祉サービス決定者及び障害支援区分認定状況 

障害者総合支援法における障害福祉サービス決定者及び障害支援区分の認定状況

は以下の通りとなっています。 

（人） 

  
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

障害福祉サー

ビス支給決定

者数 

18 歳未満 13 13 13 15 13 

18歳以上 65歳

未満 
112 113 114 117 131 

65 歳以上 19 22 24 22 20 

合計 144 148 151 154 164 

障害支援区分 

 

区分１ 5 3 3 1 1 

区分２ 26 23 20 15 15 

区分３ 20 24 24 28 29 

区分４ 26 28 29 30 32 

区分５ 14 14 15 19 20 

区分６ 29 31 31 29 32 

合計 120 123 122 122 129 
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３ 福祉サービスの利用状況 

第５期障害福祉計画（平成30年度～令和2年度）における各種サービスの見込量

と、サービスの利用実績については以下の通りとなっています。 

 

（１）訪問系サービス（数値はひと月あたりの平均） 

サービス種別 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

見込量 
30 人 31 人 32 人 

330 時間 341 時間 352 時間 

実績 
28 人 26 人 26 人 

369 時間 369 時間 377 時間 

同行援護 

見込量 
3 人  3 人 4 人 

15 時間 15 時間 20 時間 

実績 
1 人 0 人 2 人 

5 時間 0 時間 15 時間 

※なお、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援は、実績がありませんでした。 

 

（２）日中活動系サービス（数値はひと月あたりの平均） 

サービス種別 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

生活介護 

（デイサービス） 

見込量 50 人 52 人 53 人 

実績 54 人 56 人 56 人 

自立訓練（機能訓練） 
見込量 0 人 0 人 1 人 

実績 0 人 0 人 0 人 

自立訓練（生活訓練） 
見込量 1 人 1 人 1 人 

実績 0 人 0 人 0 人 

就労移行支援 
見込量 8 人 10 人 12 人 

実績 7 人 5 人 5 人 

就労継続支援（A型） 
見込量 1 人 1 人 1 人 

実績 3 人 4 人 6 人 

就労継続支援（B型） 
見込量 19 人 20 人 21 人 

実績 19 人 22 人 25 人 
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サービス種別 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

療養介護 
見込量 1 人 1 人 1 人 

実績 2 人 2 人 2 人 

短期入所 

（ショートステイ） 

（福祉型） 

見込量 
13 人 14 人 15 人 

182 人日 196 人日 210 人日 

実績 
7 人 5 人 5 人 

155 人日 56 人日 90 人日 

短期入所 

（ショートステイ） 

（医療型） 

見込量 
1 人 1 人 1 人 

1 人日 1 人日 1 人日 

実績 
3 人 1 人 1 人 

15 人日 3 人日 3 人日 

 

（３）居住系サービス（数値はひと月あたりの平均） 

サービス種別 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

自立生活援助 
見込量 1 人 1 人 １人 

実績 0 人 0 人 0 人 

共同生活援助 

（グループホーム） 

見込量 28 人 30 人 32 人 

実績 26 人 26 人 26 人 

施設入所支援 
見込量 29 人 28 人 27 人 

実績 30 人 29 人 29 人 

 

（４）相談支援サービス（数値はひと月あたりの平均） 

（ ）内は年度当たりの支給決定実人数 

サービス種別 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

計画相談支援 

（サービス利用計画作成） 

見込量 38 人 39 人 40 人 

実績 44（133）人 48（150）人 50（155）人 

地域移行支援 
見込量 0 人 0 人 1 人 

実績 0 人 0 人 0 人 

地域定着支援 
見込量 16 人 17 人 18 人 

実績 12 人 2 人 12 人 

※計画相談支援の実績にはセルフプランは含まれていません。 
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（５）障害児支援（数値はひと月あたりの平均） 

（ ）内は年度当たりの支給決定実人数 

サービス種別 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

障害児相談支援 
見込量 10 人 11 人 12 人 

実績 14（55）人 13（58）人 14（63）人 

児童発達支援 

見込量 
10 人 

60 日・人 

12 人 

72 日・人 

14 人 

84 日・人 

実績 
8 人 

33 日・人 

12 人 

58 日・人 

12 人 

60 日・人 

医寮型児童発達支援 
見込量 見込みなし 見込みなし 見込みなし 

実績 実績なし 実績なし 実績なし 

放課後等デイサービス 

見込量 
34 人 

408 日・人 

36 人 

432 日・人 

38 人 

456 日・人 

実績 
34 人 

369 日・人 

34 人 

284 日・人 

29 人 

328 日・人 

居宅訪問型児童発達 

支援 

見込量 見込なし 見込なし 
1 人 

2 日・人 

実績 実績なし 実績なし 実績なし 

保育所等訪問支援 
見込量 1 人 1 人 1 人 

実績 1 人 0 人 1 人 

※障害児相談支援の実績にはセルフプランは含まれていません。 
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（６）地域生活支援事業（数値は年度あたり） 

サービス種別 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

理解促進研修・啓発事業 
見込量 有 有 有 

実績 実績なし 実績なし 実績なし 

自発的活動支援事業 
見込量 有 有 有 

実績 実績なし 実績なし 実績なし 

相談支援事業 

 障害者相談支援事業 
見込量 2 カ所 2 カ所 2 カ所 

実績 2 カ所 2 カ所 2 カ所 

 
基幹相談支援 

センター 

見込量 山武圏域での実施を協議・検討 

実績 山武圏域での実施を協議・検討 

 
基幹相談支援センタ

ー等機能強化事業 

見込量 ２カ所 ２カ所 ２カ所 

実績 2 カ所 2 カ所 2 カ所 

住宅入居等支援事業 
見込量 検討 検討 検討 

実績 実績なし 実績なし 実績なし 

成年後見制度利用支援

事業 

見込量 1 人 1 人 1 人 

実績 実績なし 実績なし 実績なし 

成年後見制度法人後見

支援事業 

見込量 予定なし 予定なし 予定なし 

実績 実績なし 実績なし 実績なし 

意思疎通支援事業 

 
手話通訳者・要約筆

記者派遣事業 

見込量 30 件 30 件 30 件 

実績 20 件 26 件 26 件 

 手話通訳者設置事業 
見込量 予定なし 予定なし 予定なし 

実績 実績なし 実績なし 実績なし 
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サービス種別 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

日常生活用具給付事業 

 介護訓練支援事業 
見込量 2 件 2 件 2 件 

実績 2 件 0 件 1 件 

 自立生活支援用具 
見込量 ３件 ３件 ３件 

実績 1 件 1 件 1 件 

 在宅療養等支援用具 
見込量 2 件 2 件 2 件 

実績 1 件 0 件 1 件 

 
情報・意思疎通支援

用具 

見込量 3 件 3 件 3 件 

実績 4 件 2 件 2 件 

 排泄管理支援用具 
見込量 680 件 680 件 680 件 

実績 727 件 733 件 766 件 

 
居宅生活動作補助用

具（住宅改修費） 

見込量 1 件 1 件 1 件 

実績 0 件 0 件 件 

手話奉仕員養成研修事業 

（R2年度は新型コロナ感染拡により

事業中止) 

見込量 1 人 1 人 1 人 

実績 0 人 0 人 0 人 

 

（７）移動支援事業（数値はひと月あたり） 

サービス種別 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

移動支援事業 

見込量 
9 人 9 人 9 人 

72 時間 72 時間 72 時間 

実績 
6 人 5 人 4 人 

52 時間 52 時間 52 時間 

 

  



 

 
21 

 

（８）地域活動支援センター事業（数値は年度あたり） 

サービス種別 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

町内の施設（Ⅲ型） 
見込量

（町内） 
1 カ所 1 カ所 1 カ所 

町外の施設（Ⅰ型、Ⅱ型） 
見込量

（町外） 
2 カ所 2 カ所 2 カ所 

町内の施設（Ⅲ型） 

町外の施設（Ⅰ型、Ⅱ型） 

実績 

（町内） 
１カ所 １カ所 １カ所 

実績 

（町外） 
２カ所 ２カ所 ２カ所 

 

（９）その他の地域生活支援事業 

サービス種別 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

（数値はひと月あたりの平均） 

訪問入浴サービス事業 
見込量 1 人 1 人 1 人 

実績 0 人 0 人 0 人 

更生訓練費給付事業 
見込量 １人 1 人 １人 

実績 0 人 0 人 0 人 

知的障害者職親委託 

制度 

見込量 2 人 2 人 2 人 

実績 ２人 ２人 １人 

日中一時支援事業 
見込量 12 人 12 人 13 人 

実績 12 人 11 人 12 人 

（数値は年度あたり） 

自動車運転免許取得費

助成事業 

見込量 1 人 1 人 1 人 

実績 0 人 1 人 1 人 

自動車改造費助成事業 
見込量 1 人 1 人 1 人 

実績 1 人 0 人 1 人 
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４ 成果目標の達成状況 

第5期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画で定めた障害のある人の地域生活への

移行や一般就労への移行、障害児支援の提供体制等に関する成果目標の達成状況に

ついては以下のとおりです。 

 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

  
令和２年度 

目標値 

令和２年度 

実績見込値 

○ 地域生活移行者の増加 
 

3 人 

※① 

１人 

○ 施設入所者の削減 

【（ ）は施設入所者数】 

 

１人削減 

（27 人） 

※② 

３人増加 

（30 人） 

【進捗状況】（基準値：平成 28 年度末時点 施設入所者 28 人） 

①地域生活移行者の増加  

  平成 30 年度・・・０人 

  令和元年度・・・・１人（施設入所支援から共同生活援助（グループホーム）に移行） 

令和２年度・・・・０人 

②施設入所者の削減  

（平成 28 年度末時点 28 人） 

  平成 30 年度・・・28 人 

  令和元年度・・・・30 人（新規 ３名入所、グループホーム移行 1 名） 

  令和２年度・・・・30 人 

 

施設入所者の状況については、平成29年度以降、新規入所３件、グループホーム

への移行1件の動きがあり、令和２年度末時点で30人（見込み）となっています。

障害のある方が、施設での生活を選択される背景には、障害の重度化、介護者の高

齢化、家庭環境、虐待等による緊急性等様々な理由があります。地域移行を促進す

るためには、丁寧な相談支援により入所者・家族の心身状況や居住の場に関する意

向を把握するとともに、地域で生活するという選択肢を提示できるよう、引き続き

安心して生活できる居住の場や日中活動の場の拡充、地域の支援体制の確保、地域

住民の理解促進、福祉関係機関との連携強化を図る必要があると考えています。 
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（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

  
令和２年度 

目標値 

令和２年度 

実績見込値 

○保健・医療・福祉関係者による協議の場の

設置 
１カ所 １カ所 

【進捗状況】 

平成30年度に「山武圏域精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築会議」

を山武圏域共同で設置済みです。事務局は「地域生活支援センターゆりの木」に設

置。 

 

（３）障害のある人の地域生活の支援 

  
令和２年度 

目標値 

令和２年度 

実績見込値 

○ 地域生活支援拠点の整備 協議・検討 協議・検討中 

【進捗状況】 

国の指針では令和2年度末までに整備を示されていましたが、現時点では具体的な

時期は定まっていない状況です。山武圏域３市３町において基幹相談支援センター

設置を目指した協議と併せて、広域での整備を検討中。設置形態や体制等を含めて、

現在検討中です。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行 

  
令和２年度 

目標値 

令和２年度 

実績見込値 

○ 福祉施設利用者の一般就労への移行者の

増加 
１人  ６人  

 

  
令和２年度 

目標値 

令和２年度 

実績見込値 

○ 就労移行支援事業の利用者の増加 

（実利用者数） 
12 人  ７人  

 

  
令和２年度 

目標値 

令和２年度 

実績見込値 

○ 就労移行支援事業所の就労移行率の増加   

総事業所数 １カ所  １カ所 

就労移行率が 3割以上の事業所数 １カ所  １カ所  

 

  
令和２年度 

目標値 

令和２年度 

実績見込値 

○ 就労定着支援事業開始後の職場定着率   

令和元年度末時点の就労定着支援事業開

始１年後の職場定着率 
80％  ０％ 

令和２年度末時点の就労定着支援事業開

始１年後の職場定着率 
80％ ０％ 

※就労定着支援は平成 30 年度からの新設サービスであり、当町においては令和２年

度から町内の就労移行支援事業所での実績があります。サービス利用１年後の職場

定着率に関しては、令和 3 年度以降の実績を評価する必要があるため、今回の計

画では０％となっております。 
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（５）障害児支援の提供体制の整備等 

  
令和２年度 

目標値 

令和２年度 

実績見込値 

○ 児童発達支援センターの整備 １カ所 協議・検討中  

※「山武圏域自立支援協議会」「香取海匝地域療育システムづくり検討会」によ

る広域での情報共有を図りつつ、社会福祉法人等における民間活力での設置を

推進します。 

 

  
令和２年度 

目標値 

令和２年度 

実績見込値 

○ 保育所等訪問支援を利用できる体制

の構築 
1 カ所  1 カ所  

※保育所等訪問支援事業所は、町内に１カ所あり、引き続き当該事業所が円滑に

保育所等訪問支援を提供できるよう、連携を図っていきます。 

 

  
令和２年度 

目標値 

令和２年度 

実績見込値 

○ 重症心身障害児を支援する児童発達

支援事業所及び放課後等デイサービ

ス事業所の確保 

  

①重症心身障害児を支援する児童発達

支援事業所の設置数 
１カ所 ０カ所 

②重症心身障害児を支援する放課後等

デイサービス事業所の設置数 
１カ所  ０カ所 

※町内において、当該サービスを提供できる事業所がない状況です。「山武圏域

自立支援協議会」「香取海匝地域療育システムづくり検討会」による広域での

情報共有を図り、協議・検討を行いつつ、社会福祉法人等における民間活力で

の設置を推進します。 

 

  
令和２年度 

目標値 

令和２年度 

実績見込値 

○ 医療的ケア児支援のための関係機関

の協議の場の設置 
１カ所 １カ所 

※「山武圏域自立支援協議会」の障害児部会に設置済みです。また、「香取海匝

地域療育システムづくり検討会」においても協議・検討を行っていきます。 
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５ アンケート調査結果からみえる現状 

（１）医療のことについて 

① 通院状況について 

「通院している」の割合が79.7％、「通院していない」の割合が18.0％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

② 通院頻度について 

「月に１回」の割合が41.0％と最も高く、次いで「２～３か月に１回」の割合が

28.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）住まいについて 

① 住宅対策として町に望むことについて 

「特にない」の割合

が41.4％と最も高く、

次いで「障害に配慮し

た公営住宅の建設・改

修」の割合が24.8％、

「グループホームな

どの整備」の割合が

22.6％となっていま

す。  

通院している 通院していない 無回答

回答者数 =

　 266 79.7 18.0 2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほとんど毎日 ３～４日に1 回 週に１回 ２週に１回

月に１回 ２～３か月に１回 半年に１回 年に1 回

その他 無回答

回答者数 =

　 212
0.9
1.9

4.2
5.7 41.0 28.3

3.8
4.7 6.6 2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（３）就学・就労について 

① 通園・通学していて、困っていることについて 

「特にない」の割合

が34.5％と最も高く、

次いで「友だちができ

な い 」 の 割 合 が

20.7％、「通うのが

大変である」の割合が

17.2％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 現在の仕事で不満や困っていることについて 

「収入が少ない」の

割合が33.7％と最も

高く、次いで「通うの

が大変である」、「特

にない」の割合が

20.8％となっていま

す。 
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③ 後の就学や就労について考えていること 

「何もせずに自宅で過ごしたい」の割合が30.0％と最も高く、次いで「パートな

ど短時間の仕事をしたい」の割合が21.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 仕事について特に必要な条件や支援について 

「周りの人たちの

障害に対する理解」の

割合が27.1％と最も

高く、次いで「事業主

の障害に対する理解」

の割合が26.7％、「仕

事の内容が障害の状

況に適している」の割

合が22.6％となって

います。 

 

 

 

 

  

常勤で一般の仕事に就きたい パートなど短時間の仕事をしたい

福祉作業所などに通いたい 学校に通いたい

仕事や学校以外で定期的に外出したい 何もせずに自宅で過ごしたい

その他 無回答

回答者数 =

　 80 5.0 21.3 5.0
3.8

30.0 20.0 15.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%



 

 
29 

 

（４）外出について 

① 外出頻度について 

「ほぼ毎日」の割合が35.0％と最も高く、次いで「週に3 ～4 回」の割合が

20.7％、「週に1 回」の割合が17.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 外出する場合に不便に感じることについて 

「特に不便はない」

の割合が35.0％と最

も高く、次いで「目的

地までの交通が不便」

の割合が21.1％、「道

路や駅に階段や段差

が多い」の割合が

14.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ほぼ毎日 週に3 ～4 回 週に1 回

月に2 ～3 回 年に数回 その他

まったく外出しない 無回答

回答者数 =

　 266 35.0 20.7 17.3 8.3 6.4 6.4
4.1

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（５）生活の介助・援助のことについて 

① 介助・援助を必要とするものについて 

「食事づくり」の割

合が40.2％と最も高

く、次いで「特に必要

としていな」の割合が

36.5％、「部屋のそ

う じ 」 の 割 合 が

32.3％となっていま

す。 

 

 

 

 

② 主な介助者・援助者について 

「父親・母親」の割合が35.3％と最も高く、次いで「特にいない」の割合が18.8％、

「施設等の職員」の割合が13.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 主な介助者・援助者の年齢や健康状態について 

「健康である」の割

合が53.8％と最も高

く、次いで「高齢であ

る（65歳以上）」の

割合が27.1％、「病

気がちである」の割合

が10.5％となってい

ます。  

配偶者（夫・妻） 父親・母親 子ども 兄弟・姉妹

祖父・祖母 孫 子どもの配偶者 ホームヘルパー

施設等の職員 ボランティア その他 特にいない

無回答

回答者数 =

　 266 8.6 35.3
1.5

4.5
0.4

1.9
13.5 2.3 18.8 13.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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④ 悩んだり心配したときの相談先について 

「病院・診療所」の

割合が34.2％と最も

高く、次いで「役場の

保健・福祉担当窓口」

の割合が23.7％、「友

人・知人」の割合が

19.5％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）災害時の避難について 

① 災害発生時に一人で避難できるかについて 

「できない」の割合が39.1％と最も高く、次いで「できる」の割合が36.8％、

「分からない」の割合が21.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

できる できない 分からない 無回答

回答者数 =

　 266 36.8 39.1 21.4 2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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② 自宅付近の避難場所を知っているかについて 

「知っている」の割合が54.1％、「知らない」の割合が42.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 避難場所での生活での不安や困ると思われることについて 

「避難場所で他の

人と一緒に過ごすの

が難しい」の割合が

53.5％と最も高く、

次いで「避難場所の設

備（トイレ等）が整っ

ているか不安」の割合

が52.2％、「周囲と

のコミュニケーショ

ンが取れない」の割合

が42.8％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

  

知っている 知らない 無回答

回答者数 =

　 266 54.1 42.5 3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%



 

 
33 

 

（７）権利擁護についてについて 

① 「成年後見人制度」の利用状況について 

「利用している」の割合が2.3％、「利用していない」の割合が89.8％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

② およそ５年前との差別・偏見に対する変化について 

「かなり少なくなった」と「少なくなった」を合わせた“少なくなった”の割合

が17.3％、「少しひどくなった」と「かなりひどくなった」を合わせた“ひどくな

った”の割合が2.3％、「あまり変わらない」の割合が39.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 障害のある人に対する理解を深めるために必要なことについて 

「学校での福祉教

育の推進」の割合が

32.0％と最も高く、

次いで「わからない」

の割合が26.7％、「障

害のある人と地域の

人との交流機会の拡

大」、「障害者団体活

動に対する支援」の割

合が21.8％となって

います。  

利用している 利用していない 無回答

回答者数 =

　 266 2.3 89.8 7.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

かなり少なくなった 少なくなった あまり変わらない

少しひどくなった かなりひどくなった わからない

無回答

回答者数 =

　 266 4.9 12.4 39.8
0.8
1.5 33.8 6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（８）その他の生活全般・まちづくりのことについて 

① 現在の生活で困っていることや悩んでいることについて 

「親なきあとのこ

と」の割合が28.2％

と最も高く、次いで

「特に困っているこ

とはない」の割合が

21.1％、「仕事の収

入が少ない」、「生活

費が足りない」の割合

が15.8％となってい

ます。 
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② 障害のある人が住みよいまちをつくるため必要なことについて 

「障害者に対する

住民の理解促進」、「障

害者を雇用する職場

の確保」の割合が

25.2％と最も高く、

次いで「医療負担の軽

減」の割合が19.9％

となっています。 
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６ 本町の障害者を取り巻く現状と課題 

（１）安心できる保健・医療の体制づくり 

障害を軽減し、障害者の自立を促進するためには、医療やリハビリテーションが

重要な役割を果たしており、身近な地域で治療や対応が行えることが重要となりま

す。 

アンケート調査結果では、通院している障害者は約８割となっており、また、週

に１回以上通院している障害者は５割以上となっています。 

住み慣れた地域で安心して暮らすためには、いつでも適切な医療サービスを受け

られる体制が必要です。今後、障害者の高齢化・重度化がさらに進むとともに、国

において、医療的ケアが必要な児童への支援の重要性が示されていることからも、

更なる保健・医療等の関係機関の連携強化を図っていくことが重要です。 

 

 

 

（２）障害のある児童の教育・保育の充実 

近年、特別支援教育の対象となる子どもたちが増加する中で、「インクルーシブ

教育システム」の構築、発達障害者支援法の一部改正（平成28年８月１日施行）、

児童福祉法の一部改正（平成28年６月３日施行）等が行われました。 

障害の状況や教育的ニーズに応じた適切な指導を提供できるようにするため、通

常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校という多様な学びの場の

それぞれの充実を図っていくことが必要です。 

 

 

 

（３）就労・社会参加の機会の充実 

障害者が地域で自立した生活を送るためには、就労が重要であり、働く意欲のあ

る障害者がその能力や適性に応じて、障害者が持つ力を発揮できるよう取り組むこ

とが必要です。 

アンケート調査結果では、仕事に就いて特に必要なこととして、「周りの人たち

の障害に対する理解」「事業主の障害に対する理解」などの割合が高くなっていま

す。 

障害者の雇用促進の充実に向け、障害者の就労支援サービスのニーズを把握する
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とともに、そのニーズ合わせたサービス提供体制について検討をしていくことが必

要です。また、各種団体・企業等に対し、障害者への理解や就労環境の改善促進が

必要です。 

また、スポーツ、レクリエーション、芸術文化活動等の事業を充実させ、障害の

ある人同士や障害のある人とない人が、気軽に地域の様々な活動に参加し、交流で

きるような環境づくりが必要です。 

 

 

（４）地域福祉の推進 

障害のある人とない人の交流を促進することによって相互の理解を深め、障害の

理解と差別の解消に向けた講演会や研修、子どものころからの福祉教育の推進、障

害者施設と地域との交流等により心のバリアフリーを推進し、すべての人の人権が

尊重される地域社会の実現を目指していくことが必要です。 

また、障害のある人が、地域の中で安心して生活していくためには、地域の人々

や各種団体、企業等との支えあいが重要であり、地域の人々の理解、協力のもとに、

支えあいの地域づくりを推進していくことが必要です。 

 

 

（５）暮らしやすい環境の整備 

障害のある人が、地域の中で安心して生活するためには、身近に相談できる体制

が整っていることが何より重要です。 

アンケート調査結果では、相談先として「病院・診療所」や「役場の保健・福祉

担当窓口」の割合が高くなっています。個々の障害のある人のニーズや実態に応じ

た適切な支援が行えるよう、相談機関の周知・場の充実や、支援につなげる連携体

制を強化し、相談体制を充実していくことが必要です。 

また、災害時に障害のある人など支援を必要とする方に対する対策の推進が、我

が国全体で大きな課題となっています。アンケート調査結果では、避難場所を知ら

ない障害者が４割以上となっており、また、避難場所での生活で不安に思う事とし

て、「避難場所で他の人と一緒に過ごすことが難しい」、「避難場所の設備（トイ

レ等）が整っているか不安」などの割合が高くなっています。 

災害発生時の迅速かつ適切な情報提供、避難支援体制の強化、避難生活における

安全・安心の確保等に向け、地域全体で取り組んでいくことが必要です。 
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（６）障害福祉サービス等の充実 

障害者が地域で安心して生活するためには、必要に応じて在宅サービスが受けら

れる環境づくりが重要です。地域移行も踏まえて多様化するニーズに対応するため、

相談体制の強化、各種在宅サービスについて周知を図り、質・量ともに充実したサ

ービス提供体制を検討していくことが必要です。 

また、障害のある人が住み慣れたまちで安全に暮らしていくためには、「権利擁

護」の体制がしっかりと確立されていることが欠かせません。「障害者虐待防止法」、

「障害者差別解消法」や「成年後見制度利用促進法」等さまざまな法律が整備され、

障害のある人の権利を擁護する体制が整いつつあります。成年後見制度等の権利擁

護に関わる制度を活用しながら、本人の意思を尊重し、その能力を最大限生かして

生活を送ることができるよう支援が必要です。 
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第 章    計画の基本的な考え方 

 

 

１ 計画の基本理念 

第3次障害者基本計画平成30年度～令和５年度では、第2次障害者基本計画の基

本理念を継続させるとともに互助の視点を新たに加え、「共に育ち、共に暮らし、

共に働き、共に支えあう 自立とふれあいのまち」を基本理念としています。 

この目標は、障害のある人もない人も、お互いを尊重し、分け隔てなく、地域で

共に育ち、共に暮らし、また、共に働くことができるように進めていくことで、一

人ひとりが自分の生き方を選び、日々の生活の中で生きがいを持ち、共にふれあい、

共に支えあい安心で自立した生活を送れるまちを表現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の基本方針 

障害のある人にとって、福祉サービスを選ぶことのできる情報の提供や相談機能

を充実し、誰もが自由で自立した生活を営むことができるように、地域社会と連携

しながら、ライフステージに応じたそれぞれの状況にふさわしい福祉サービスの支

援を行っていきます。 

 

（１）障害のある人の自己選択・自己決定の尊重とそれを実現するため

の理解・啓発・相談支援の充実 

（２）地域で自分らしく自立して暮らしていけるまちづくり・ネットワ

ークづくり 

（３）ライフステージに応じた多様で一貫した支援の体制づくり 

  

 

「共に育ち、共に暮らし、  

共に働き、共に支えあう 

       自立とふれあいのまち」 
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３ 計画の基本目標 

計画の基本理念を具体的に推進していくために、次の６つの基本目標を定めます。 

基本目標１ 安心できる保健・医療の体制づくり 

様々な障害を抱える子どもや発達に心配のある子どもの症状等の早期発見・療育、

生活習慣病予防やがん予防などの健康づくり、高齢化による障害や障害の重度化な

どへの対応を図ります。障害のある人や障害のある子ども、難病患者が医療や障害

福祉サービス等を受けながら住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援します。 

 

 

基本目標２ 障害のある児童の教育・保育の充実 

国における子ども・子育て支援新制度において、障害のある児童の個々の障害の

特性に配慮し、子どもの発達に沿った一貫した教育・保育の充実を図ります。小・

中学校においては、特別なニーズのある児童生徒が適切な支援を受けられるように

特別支援教育の推進を継続します。また、障害のある子どもとその保護者や養護者

に対する相談支援体制充実の推進について、引き続き取り組みます。 

 

 

基本目標３ 就労・社会参加の機会の充実 

障害のある人の経済的自立と社会参加を促進するため、障害者雇用に向けた取組

みや福祉的就労の場の確保、障害者優先調達推進法を踏まえた取組みなど、障害の

ある人の就労の場の確保や機会の拡大を図ります。また、東京2020オリンピック・

パラリンピック競技大会を契機に、障害のある人もない人にも、障害者スポーツの

魅力を知ってもらえるよう、様々な障害者スポーツの普及を推進してくとともに、

生涯学習やレクリエーション活動等へ参加しやすい環境づくりを継続して進めます。 

 

基本目標４ 地域福祉の推進 

障害者差別解消法を踏まえ、障害に対する理解や配慮が促進されるよう理解・啓

発の取組みを継続して進めます。また、障害のある人と地域との交流機会の拡充、

地域や学校での福祉教育の推進、身近な地域での見守りや支援などボランティア活

動等への参加を促して、支えあう地域福祉の推進に引き続き取り組みます。 
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基本目標５ 暮らしやすい環境の整備 

障害のある人への情報提供が適切に行われる情報のアクセシビリティ（利用のし

やすさ）を図るとともに、誰もが安全で快適に街を利用できるよう、道路や公共施

設における物理的なバリアフリー（障壁の解消）をはじめ、日常のコミュニケーシ

ョンや移動の支援、災害時や緊急時の対応など、暮らしやすい環境の整備を継続し

て進めます。 

 

基本目標６ 障害福祉サービス等の充実 

障害のある人が必要な福祉サービスを適切に利用できるように、相談支援体制の

充実を継続するとともに、訪問系、日中活動系、居住系、地域生活支援事業や児童

福祉法に基づく障害児を対象とした各種サービスについて、障害のある人それぞれ

の状況にあったきめ細やかなサービスの提供に努めます。 
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第 章    施策の展開 

 

 

１ 安心できる保健・医療の体制づくり 

（１）母子保健事業の充実 

妊娠期の両親や新生児、乳幼児への健康診査や家庭訪問、健康教育・相談など、

母子保健事業の充実に努めるとともに、発達の遅れや障害などの心配がある人につ

いては、専門機関などでの適切な療育、相談につながるよう、引き続き関係機関と

の連携を強化していきます。 

 

 
 

○ 子育て世代包括支援センター活動の充実 

妊産婦、乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援並びに妊娠

期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供します。 

 

○ 妊婦健康診査の充実 

医療機関に委託して妊婦健康診査を実施し、妊娠中の異常の早期発見と予防、

妊婦の健康管理、低出生体重児の予防等に努めます。 

 

○ 乳幼児健康診査・相談の充実 

乳幼児期の各期における健康診査等【乳児健康診査、よい歯ぴかぴかキッズ（１

歳2か月児相談）、１歳６か月児健康診査、２歳児歯科健康診査、３歳児健康診

査、５歳児相談】を行い、疾病や障害の早期発見、早期療育のための相談・指導

（子育て相談、言葉の教室、療育教室、保育所等巡回相談）を継続し、就学につ

なげていきます。 

 

○ 妊産婦・乳幼児訪問の充実 

妊産婦、乳児及び幼児の家庭を訪問し、心身の健康状態、生活環境、疾病予防

等について、保健師・助産師が相談・指導を継続していきます。また、未熟児や

医療依存度の高い乳児を抱えている家庭等に対し、保健師・助産師が訪問等によ

る相談・指導についても継続して実施していきます。 

事業内容 
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○ 子育て支援ファイルの活用の促進 

山武圏域自立支援協議会が作成・発行した「山武地区子育て支援ファイル あお

ぞら」を妊娠届出時に全妊婦へ配布し、出産後から子どもの成長発達の記録がで

きるようにしています。そして、保護者がまとめた子どもに関する情報を、必要

に応じて関係機関が共有することで、適切で切れ目のない支援の継続を図ります。 

 

 

 

 

（２）障害児支援の充実 

障害のある子どもの療育の広域的かつ有機的な連携を図り、対象児の幼少期から

成人期までの一貫継続した支援体制の継続に向けた仕組みづくりを引き続き進めま

す。 

 

 
 

○ 相談支援ファイルの活用の促進 

山武圏域自立支援協議会が作成・発行した「山武地区相談支援ファイル あおぞ

ら２」を活用し、発達に心配のある子どものライフステージが変化する時や、複

数の機関で支援を行う際に、支援方針の引き継ぎや情報の共有に役立てることで、

質の高い支援の継続を図ります。 

 

○ 自立支援協議会障害児部会の運営強化 

山武圏域自立支援協議会に設置されている障害児部会を通じ、障害のある子ど

もに関する困難事例の検討、障害児支援に関する勉強会や課題の検討を行い、情

報共有・情報交換を進めていきます。 

 

○ 地域療育ネットワークの推進 

障害のある子どもの幼少期から成人期までの一貫した支援体制の継続に向けた

仕組みづくりや、児童期における療育支援及びその後の移行期の連絡調整（福祉、

医療、教育など）の連携を円滑にするコーディネート（総合調整）について、香

取海匝地域に本町が加わり共同委託している療育支援コーディネーターを引き続

き配置していきます。 

  

事業内容 
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○ 児童発達支援センターの整備 

障害のある子どもに対する支援を充実させるため、「山武圏域自立支援協議会」

「香取海匝地域療育システムづくり検討会」による広域での情報共有を図りつつ、

社会福祉法人等における民間活力を視野に入れた児童発達支援センターの整備を

推進します。 

 

○ 医療的ケア児への支援 

山武圏域自立支援協議会の障害児部会で「医療的ケア児支援のための関係機関

の協議の場」を設置しており、地域における医療的ケア児等が必要な支援を円滑

に受けることができるよう、体制の整備に努めます。 

 

○ 障害のある子どもを持つ保護者への支援 

不安を抱えている保護者に対し、きめ細かな支援ができるよう、療育に関する

相談体制を強化します。また、保護者が子どもの特性を知り、関わり方を工夫す

ることで、子どもの発達にプラスの効果をもたらすことを目的としたペアレント

プログラムを、引き続き山武圏域自立支援協議会の障害児部会及び地域の関係機

関で実施し、子育ての精神的負担の軽減を図ります。 

 

 

 

 

（３）疾病予防に向けた取組みの充実 

「自らの健康は自らつくる」を合言葉に、住民の主体的な健康づくり活動を促進

するとともに、町健康こども課で実施している各種健（検）診や健康教育・相談、

家庭訪問など、障害の原因となる疾病等の予防に向け、継続して保健事業の推進を

図ります。 

 

 
 

○ 特定健康診査・保健指導等の充実 

40歳から74歳の町国民健康保険の被保険者の方に、特定健康診査を実施し、

特定健康診査の結果、生活習慣改善が必要な方に、生活習慣改善のための支援と

して特定保健指導等を推進します。また、75歳以上の方を対象に後期高齢者健康

診査を実施します。  

事業内容 
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○ がん検診の実施 

胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、肺がん等の早期発見を目的とした検診

を継続していきます。  

 

○ 健康教育・相談の推進 

障害の原因となる生活習慣病の予防と健康づくりのため、生活習慣の改善指導

や正しい知識の普及・啓発に努めます。また、生活習慣病等に対する食生活や運

動の助言、心の病に対する医療や社会復帰のためのサービスの紹介等、健康につ

いての総合的な相談を推進します。 

 

○ 保健・福祉・医療の連携 

疾病や障害の重度化を防止し、健康増進を図るため、福祉と医療との連携を推

進します。 

 

○ 心の健康（メンタルヘルスケア）の推進 

自殺予防やうつ病対策、ひきこもり者に対する施策等の精神保健福祉の様々な

課題にも対応できるよう、関係機関及び関係団体等とのネットワークの構築や相

談体制の強化を図り、メンタルヘルスケアの推進を図ります。 

 

 

 

（４）医療との連携 

障害のある人や障害のある子ども、難病患者が医療や障害福祉サービス等を受け

ながら住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援します。 

 

 
 

○ 医療と障害福祉関係者等の連携 

障害のある人や障害のある子ども、難病患者が切れ目のない適切な医療と障害

福祉サービス等を受けられるよう、医療関係機関と障害福祉関係者等のスムーズ

な連携を支援します。また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

にむけて、山武圏域共同で取り組んでいきます。 

事業内容 
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２ 障害のある児童の教育・保育の充実 

（１）就学前教育・保育の充実 

障害のある子どもや発達に心配のある子どもの一人ひとりが乳幼児から学校卒業

まで一貫した計画的な教育を受けられる体制を整備していきます。また、行政・教

育・福祉・医療など関係機関の連携を強化し、総合的な支援体制づくりを引き続き

進めます。 

 

 
 

○ 障害児教育・保育の充実 

障害のある子どもが子ども・子育て支援新制度による教育・保育等を利用でき

るよう、幼稚園や保育所（園）での障害のある児童の受け入れを進め、障害に配

慮した教育・保育を実施します。 

 

○ 就学支援・相談体制の充実 

関係機関との連携を密にして、障害の種類や程度に応じた、適切な就学を推進

するための就学相談を実施します。 

 

 

 

（２）特別支援教育の推進 

知的障害をはじめ、発達障害である学習障害（ＬＤ）、注意欠如・多動性障害（Ａ

ＤＨＤ）、自閉症スペクトラム等、特別なニーズのある児童・生徒が適切な支援を

受けられるよう、合理的配慮の観点を踏まえた特別支援教育の推進を継続して図り

ます。 

 

 
 

○ 特別支援教育コーディネーターの活用 

障害のある児童・生徒やその保護者のニーズに適切に対応するために、児童・

生徒や保護者、担任、外部機関との連絡を円滑化し、発達障害への理解や個別指

導計画の作成方法を校内で共有化するために、特別支援教育コーディネーターを

活用します。 

  

事業内容 

事業内容 
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○ 教職員の資質向上 

山武圏域自立支援協議会や町教育課などと連携しながら、様々な障害について

教職員の理解を促進するとともに、障害のある児童・生徒一人ひとりに応じた適

切な指導ができるよう研修体制を充実し、教職員の資質向上に努めます。 

 

○ 保健・福祉・保育との連携 

特別支援教育の実施にあたり、保健・福祉・保育部署との連携を図り、一貫し

た教育ができるよう情報の共有化を図ります。 

 

○ インクルーシブ教育の推進 

インクルーシブ教育の構築に向けて、障害の特性に合った合理的配慮について

考え、障害の有無に関わらず共に学び合える交流及び共同学習を推進します。 

 

 

 

（３）療育相談支援体制の推進 

障害のある子どもの早期支援には障害が疑われた段階からの継続的・段階的な関

わりにより保護者に寄り添った支援、学校への入学・卒業時などのライフステージ

移行時における支援、思春期の不適応行動による支援困難事例への対応などを行う

ため、引き続き療育相談支援体制の推進を図ります。 

 

 
 

○ 地域療育システムづくり検討会の活用 

障害のある子ども及びその保護者又は養護者に対する相談支援（福祉サービス

の利用、社会資源の活用、社会生活力の向上、権利擁護、専門機関の紹介など）

を行うため、地域の療育支援体制を構築するための「香取海匝地域療育システム

づくり検討会」を活用し、引き続き障害のある子どもの地域生活支援の促進を図

ります。 

 

  

事業内容 
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○ 療育支援コーディネーターの配置 

障害のある子どもの幼少期から成人期までの一貫継続した支援体制の継続に向

けた仕組みづくりや、児童期における療育支援及びその後の移行期の連絡調整（福

祉、医療、教育など）の連携を円滑にするコーディネート（総合調整）について、

香取海匝地域に本町が加わり共同委託している療育支援コーディネーターを引き

続き配置していきます。 

 

○ 自立支援協議会障害児部会の活用 

山武圏域自立支援協議会に設置されている障害児部会を通じ、障害のある児童

への療育相談支援に関する困難事例の検討、研修会や課題の検討を行い、情報共

有・情報交換を進めていきます。 

また、ペアレントプログラムの実施などを通して、交流を深め、発達障害や発

達に心配のある子どもを育てる保護者が安心して子育てができるよう引き続き支

援していきます。 
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３ 就労・社会参加の機会の充実 

（１）就労に向けた支援の充実 

町内及び広域の事業所に対し、障害のある人の雇用について普及啓発を行います。

また、就労支援に携わる関係者同士の連携を強化して、障害のある人の雇用を引き

続き促進します。 

 

 
 

○ 公共機関等での雇用の促進 

町内の公共機関や公的事業を委託している事業者での雇用の推進を図り、法定

雇用率の達成を促すとともに、障害のある人の働く場所の拡大を目指します。 

 

○ 障害のある人の雇用に関する企業の理解促進 

障害のある人の雇用拡大について、企業に対して啓発活動を行い、雇用者側の

理解を促進するとともに、法定雇用率の達成を促します。また、障害のある人に

とって働きやすい職場環境となるよう、施設の改善や従業員の理解等について関

係機関と連携を図りながら啓発を行います。 

 

○ 障害者雇用の職場定着支援・ジョブコーチによる支援 

障害者の雇用の場での定着を図るため、ジョブコーチによる支援等を企業・事

業所に促し、障害のある人が職場に適応できるように障害者就業・生活支援セン

ターと連携し、支援を推進していきます。 

 

○ 関係機関との連携強化 

県、障害者就業・生活支援センターやハローワーク、関係団体との連携強化を

図り、相談や情報提供を通して障害のある人の一般就労の促進を進めます。一般

就労が困難な障害のある人については、福祉的就労の拡大を図るため、関係機関

や近隣市町村との連携のもと、多様な就労の場の確保に努めます。 

 

○ 自立支援協議会就労部会の運営強化 

山武圏域自立支援協議会の障害児部会と就労部会による情報の共有化や事例検

討、研修会を開催し、就労支援に携わる関係者同士の連携を強化して、障害のあ

る人の雇用を促進します。 

  

事業内容 
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○ 福祉的就労の推進 

働くことを希望する、一般就労が困難な障害のある人に対し、職業訓練の機会

を提供し、適切な職業能力を身につけられる施設における福祉的就労が今後も展

開されるよう支援に努めます。 

また、福祉的就労の場の設置や拡大を検討している個人や法人に対して、相談

や助言など、可能な支援に努めていきます。 

 

○ 優先調達推進の促進 

障害者優先調達推進法や本町の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を

図るための方針に基づき、障害のある人に適した業務の発注や、授産品の活用を

積極的に推進します。 

 

○ 障害のある生徒に対する雇用の促進 

特別支援学校・就労移行支援事業所・障害者就業･生活支援センター・地域企業

等と連携を図ります。また、特別支援学校高等部２年生以降に学内にて開催され

る、卒業後の進路相談会に積極的に参加し、生徒の希望する進路に合わせた個別

支援を行います。 

 

 

 

（２）様々な活動への参加促進 

障害のある人、ない人に関わらず、すべての人が、様々な文化・芸術活動や学習

活動、スポーツ・レクリエーション活動に参加し、生きがいづくりや地域の人々と

の交流につながるよう、環境づくりを進めます。 

 

 
 

○ 障害のある人の生涯学習の場の充実 

学校教育を修了した障害のある人を対象に、一般教養、スポーツ・レクリエー

ション等各種事業を実施し、生活充実に必要な学習・スポーツ活動の機会を提供

するとともに、地域で行われるそれらの活動に障害のある人が参加することにつ

いて、地域の理解を促進する働きかけを行います。 

  

事業内容 
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○ 障害のある人の生涯学習の指導者の発掘 

町の関係部署、文化団体、スポーツ団体等と連携し、障害のある人に文化、ス

ポーツ・レクリエーションを教えることのできる指導者の発掘を行います。 

 

○ 障害者スポーツを通じた交流の場づくり 

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が決まり、平成30年

2月に本町では中南米のベリーズを相手としてホストタウンの登録がされました。

これを契機とし、障害当事者団体、障害者スポーツ競技団体等と連携をしながら、

誰もがスポーツを楽しめる環境づくりを促進します。 
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４ 地域福祉の推進 

（１）障害への理解・啓発の推進 

障害のある人とない人が互いに理解しあい、共に支えあって生きる共生社会を実

現するために「心のバリアフリー化」を進め、広報・啓発活動を通じて、障害に対

する誤解や理解不足または差別の解消を進めていきます。 

 

 
 

○ 障害理解のための啓発活動の推進 

障害に対する理解を深めるために、国や県が紹介している、「身体障害者標識」

「聴覚障害者標識」「ほじょ犬マーク」「ヘルプマーク・ヘルプカード」など各

種障害のある人に関するマークや、車椅子使用者駐車施設の適正な利用について

の周知・普及に努め、「障害者週間」（12月３日～９日）、「障害者雇用促進月

間」（９月）等のスケジュールに合わせて広報・啓発活動を実施します。 

さらに、東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とし、町民に対する

広報・啓発活動の充実を図ります。 

また、聴覚障害者が日常または社会生活を営むために必要かつ合理的な配慮を

行い、手話等の普及や環境の整備に努めます。 

 

○ 町職員への啓発 

障害に対する地域や職場での理解を深めるために、平成2８年４月に策定した

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する横芝光町職員対応要領」や千葉県

が策定した「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」、年に１回

開催する障害者差別解消法職員研修及び啓発講座の開催等により、町職員の窓口

等における合理的配慮、意識の啓発及び理解促進に継続して努めます。 

 

○ 障害を理由とする差別の解消の推進 

障害者差別解消法や障害者雇用促進法に基づき、障害を理由とする差別の解消

や、合理的配慮の提供に向けた広報・啓発活動を行います。 

 

○ 障害者差別解消支援地域協議会の活用 

障害者差別を解消するための取組みを効果的かつ円滑に行うため、平成29年4

月から山武郡市３市３町共同で、山武圏域障害者差別解消支援地域協議会が組織

されました。この協議会では、地域の実情に応じた差別解消のための取組み事例

や相談事例等を検討し、関係機関と連携を図ります。  

事業内容 
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（２）交流機会（地域コミュニティ）の拡大 

障害のある人を対象にした行事・イベントへの障害のない人の参加を促進し、障

害のある人とない人がともに参画し、楽しめる行事・イベントの企画・実施や支援

に努めます。 

 

 
 

○ イベントの開催・後援 

本町主催の行事（障害者スポーツ教室）等のイベントを通して、町民の理解と

共感を深め、交流の輪を広げます。また、当事者団体や支援団体などが主催する

イベントへの後援により、連携を深めていきます。 

 

○ 当事者団体・支援団体との連携 

本町の関連部署と当事者団体や支援団体などとの連携を深め、情報交換や意見

交換を行うことで相互理解と情報共有に努めます。 

 

○ 地域福祉サロン・福祉ネットワークの構築 

地域で自分らしく生活していくために、さまざまな人が気軽に集い、誰もが楽

しく交流できる場所や機会の提供と、その場所を拠点とし民間やボランティアグ

ループ等のノウハウを活用し、主体的な運営が地域でできる環境づくりや、福祉

ネットワークを構築するための仕組みづくりを促進します。 

また、社会とのつながりを持たず、家にひきこもりがちにならないよう、自分

が得意なことを見つけて生きがい・やりがいを見い出し、社会的な役割を担うこ

とができるような民間の支援（互助）について、周知を図り、推進していきます。 

  

事業内容 
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（３）福祉教育の充実 

子どもの頃から障害に対する正しい理解を育んでいくために、学校教育での福祉

教育を継続して充実させていきます。また、町民に障害に対する正しい理解を図る

ために、引き続き生涯学習での福祉教育を充実させます。 

 

 
 

○ 学校教育での福祉教育の充実 

小・中学校においては、障害のある人について理解を深め、福祉の心の醸成が

図られるよう、関係職員の意識や知識・技術の向上に努めながら、福祉教育を実

践していきます。 

子どもたちの障害のある人への理解が深まるよう、車椅子体験・高齢者疑似体

験・視覚障害者疑似体験等の福祉体験学習を通じて障害のある人との交流機会の

充実や障害の理解促進を図ります。 

障害福祉分野に一人でも多くの人材が育つことを目指し、中学校などでの福祉

関係の進路を目指す生徒への適切な相談・指導に努めます。 

  

○ 生涯学習での福祉教育の充実 

公民館や社会福祉協議会を中心に開催されている福祉講座や講演会などの拡充

に努め、本町が実施している出前講座等を活用し、学習する機会の増大を図りま

す。 

 

 

（４）地域福祉活動の推進 

社会福祉協議会と連携しながら、障害のある人等の地域生活を支援するボランテ

ィア活動の一層の活性化を図るとともに、住民のボランティアへの参画を促進し、

引き続き、地域福祉活動の推進を図ります。 

 

 
 

○ 地域見守り活動の推進 

障害のある人や一人暮らし高齢者など、地域で支援を必要とする人へ民生委

員・児童委員や地域ぐるみで見守り活動を進めます。  

事業内容 

事業内容 
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○ ボランティア団体との協働の推進 

障害のある人の自立の支援に積極的な活動を展開しているボランティア団体等

との協働を進めます。 

 

○ ボランティアの養成 

社会福祉協議会において、地域福祉活動を支えるボランティアの養成に努めま

す。また、障害のある人のスポーツ・レクリエーション活動を支える指導者・ボ

ランティアの養成などに努めます。 

 

○ 障害者団体等の活動支援 

障害者団体は、障害のある人の自立や社会参加を促進する組織として重要であ

り、今後も、障害のある人や家族の加入を促進するとともに、団体の自主的な活

動を支援していきます。 

また、障害のある人が、より気軽に、スポーツ・レクリエーション活動に参加

できるよう、障害者団体によるスポーツ・レクリエーションイベントやサークル

活動を促進します。さらに、団体には所属していない障害当事者、家族等の交流

の場づくりについても支援していきます。 

 

○ 障害のある人の地域活動への参加の促進 

民生委員・児童委員やＮＰＯ・ボランティア団体等との連携により、障害のあ

る人の地域活動やイベント等への参加を促進し、町民に対し障害への理解を深め

る機会の拡充に努めます。 

 

○ 権利擁護のための成年後見制度等の利用促進 

障害等のために判断能力が十分でない身寄りのない障害のある人の権利を保

護・支援するために、成年後見制度の利用を促進します。 
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５ 暮らしやすい環境の整備 

（１）情報アクセシビリティの向上 

千葉県が策定した「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を踏

まえ、引き続き情報提供の充実に努めます。 

 

 
 

○ 広報「よこしばひかり」への情報掲載 

障害者施策に関する情報やお知らせ等を、広報「よこしばひかり」にわかりや

すく掲載していきます。 

 

○ 声の広報 

視覚障害者が円滑に情報を得られるように、広報「よこしばひかり」の音声版

を作成し、閲覧・貸出できるようにします。 

 

○ ホームページ等への情報掲載 

障害者施策に関する情報やお知らせ等を、本町のホームページや「横芝光町公

式アプリ まちナビ２」に掲載します。また、ホームページ等については、見や

すい・わかりやすい・利用しやすいものを目指し、作成していきます。 

 

○ 行政資料の音声コード化 

視覚障害のある人が円滑に情報を得られるように、SPコード等による行政資料

の音声化を検討します。 

 

 

 

  

事業内容 
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（２）人にやさしい公共空間の整備 

道路や公園、公共建築物などについて、バリアフリー、ユニバーサルデザインの

導入により障害のある人にやさしい公共空間づくりに努めるとともに、駅や商店な

ど、民間公益施設についても、改善への協力を要請していきます。 

 

 
 

○ ユニバーサルデザインのまちづくり 

障害のある人もない人も誰もが、自由で使いやすく住みやすい環境整備を行っ

ていくために、ユニバーサルデザインの考え方の普及に努めます。 

 

○ 公共交通機関のバリアフリー化 

障害のある人の移動手段として不可欠な公共交通機関について、駅のバリアフ

リー化や車椅子対応タクシー等を事業者に要請していきます。 

 

○ 道路環境のバリアフリー化 

誰もが安全・快適に通行できる道路や歩道を整備するために、視覚障害のある

人にも配慮した段差の解消や路面の平坦化、表示誘導の設置を図ります。 

 

○ 公園のバリアフリー化 

誰もが利用しやすい公園にするために、出入口等の段差の解消や、使いやすい

水飲み場・トイレの整備促進を図ります。 

 

  

事業内容 
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（３）暮らしやすい住宅づくりの促進 

民間住宅の改造について、県の重度障害者（児）居室等増改築・改造資金の周知

と利用の促進を図るとともに、公営住宅については改修や建て替えの際にバリアフ

リー化、ユニバーサルデザインを目指していきます。 

 

 
 

○ 住宅の増改築・改造等に関する資金の周知 

重度障害者（児）と同居または同居を予定している人に対し、障害のある人の

専用居室を増改築又は附帯設備を改造するために必要な資金を低利で融資し、家

族との好ましい家族関係の維持を図ることを目的とする千葉県重度障害者（児）

居室等増改築・改造資金制度の周知を図っていきます。 

 

○ 公営住宅のバリアフリー化 

公営住宅の改修、建て替え時等にバリアフリー化を進めます。 

 

○ グループホーム等の整備促進 

障害のある人の地域での自立と安心できる生活の場の確保に向けて、近隣市町

や民間福祉施設、また、必要に応じて「山武圏域障害者グループホーム等支援ワ

ーカー」とも連携を図り、グループホーム等の整備促進に取り組みます。 

 

 

 

（４）移動にかかる各種支援の充実 

外出支援については、障害のある人の状況や外出目的などに応じて、障害福祉サ

ービスや地域生活支援事業その他、町や社会福祉協議会により事業を重層的に提供

していくとともに、外出に関する経済的支援制度の利用を促進していきます。 

 

 
 

○ 外出支援サービス 

家庭において主として通院時の移送が困難な人（介護認定者又は身体障害者手

帳所持者）に対して、利用回数限度の範囲内で送迎サービス（ゆうあい号による

外出支援サービス）を行います。 

事業内容 

事業内容 
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○ 福祉カー貸出 

身体障害者手帳所持者又は歩行が困難な高齢者に対して、運転手の確保ができ

ることを条件にリフト付きワゴン車の貸し出しを行います。 

 

○ その他移動に関する支援 

タクシー利用料助成、町内循環バス（循環横芝光号）の運賃免除、町内デマン

ド（乗合）タクシーの半額免除、自動車税の減免、有料道路通行料金の割引、身

体障害者の駐車禁止規制適用除外、ＪＲ等各鉄道会社の障害者割引制度、航空運

賃の割引等について周知を図ります。 

 

 

（５）各種年金・手当等の迅速・的確な提供 

障害基礎年金、障害厚生年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉

手当、在宅重度障害者福祉手当、千葉県心身障害者扶養年金、税制上の特別措置（所

得税、住民税の障害者控除）、生活福祉資金の貸付等の各種年金・手当など国・県

の生活支援サービスの迅速・的確な提供を図ります。 

 

 

（６）生活安全対策の推進 

障害のある人が地域で安心して暮らせるよう、災害などの緊急時に備えた避難誘

導体制の整備など、横芝光町地域防災計画に基づき、地域ぐるみで安心・安全のネ

ットワークづくりを推進します。また、障害のある人が消費者被害に巻き込まれた

り、財産が侵害されたりしないための取組みを進めます。 

 

 
 

○ 防災ネットワークの確立 

災害時に備えて地域住民や消防署、障害者関係団体等との連携を図り、災害時

の避難誘導や避難場所での生活支援等、障害のある人に必要な援護のネットワー

クを整備します。併せて、携帯電話会社の協力により災害・避難情報をメール配

信するサービスを活用します。 

  

事業内容 
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○ 災害時の避難場所の確保と支援体制の確立 

障害関連施設や児童施設と協定を結び、災害時の二次避難場所としての福祉避

難所の整備に努めるとともに避難行動要支援者名簿の活用を図り、障害のある人

の被災時の支援体制を整備します。 

 

○ 福祉避難所の開設 

要配慮者等が必要とする支援を提供するため、近隣の民間社会福祉施設等の協

力を得ながら、福祉避難所の充実に努めます。 

 

○ 防災訓練等への当事者参加の推進 

障害のある人も安心して、地域で参加できる防災訓練等の実施を推進します。 

 

○ 防災・防犯意識の啓発 

障害のある人や支援者を対象とした防犯・防災意識の啓発を推進します。 

 

○ 防犯対策の充実 

障害のある人が犯罪に遭わないように、防犯知識の周知徹底や悪質商法等の消

費者被害防止に向けた情報提供に努めるとともに、地域における防犯活動を促進

し、犯罪の発生を未然に防ぐまちづくりを進めます。 
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６ 障害福祉サービス等の充実 

（１）福祉サービス等の確保に関する事項 

○ 障害のある人等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

共生社会を実現するため、障害のある人等の自己決定を尊重し、その意思決定の

支援に配慮するとともに、障害のある人等が必要とする障害福祉サービスその他の

支援を受けつつ、その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、引き

続き障害福祉サービス、相談支援や地域生活支援事業の提供体制の整備を進めるも

のとします。 

 

○ 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サ

ービスの実施等 

障害のある人等が身近な地域で障害福祉サービスを受けることができるよう、市

町村が実施主体の基本とされています。 

また、障害福祉サービスの対象となる障害のある人等の範囲を、身体障害者、知

的障害者及び精神障害者並びに難病患者等であって18歳以上の者、及び障害のある

児童とし、県の適切な支援等を通じて地域間の障害福祉サービスの格差をなくし、

水準の統一とサービスの充実を図ります。 

 

○ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対

応したサービス提供体制の整備 

障害のある人等の自立支援の観点から、入所等（福祉施設への入所または病院へ

の入院）から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題に

対応したサービス提供体制を整え、障害のある人等の生活を地域全体で支えるシス

テムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、その他のインフォーマルサービ

スの提供等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備の推進を図ります。 

 

○ 地域共生社会の実現に向けた取組み 

地域のあらゆる住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域・暮

らし・生きがいをともに創り高め合う地域共生社会の実現に向け、住民が主体的に

地域づくりに取り組むための仕組みづくりや、地域の実情に応じた柔軟なサービス

の確保、専門的な支援を必要とする人（医療的ケアを必要とする障害児等）のため

の包括的な支援体制の構築などを進めます。 
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○ 障害児の健やかな育成のための発達支援 

障害種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充

実を図ります。また、障害のある子どものライフステージに沿って、切れ目のない

一貫した支援を提供する体制の構築を図ります。さらに、障害のある子どもが保育、

教育等の支援を受けられるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児

童がともに成長できるよう、地域社会への参加や包容（インクルージョン）を進め

ます。 

 

 

 

（２）福祉サービス等の確保に関する考え方 

○ 地域生活支援拠点の整備とグループホーム等の充実 

地域生活支援の拠点等の整備に当たっては、地域での暮らしの安心感を担保し、

親元からの自立を希望する者に対する支援等を進めるために、地域生活への移行、

親元からの自立等に係る相談、一人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機

会及び場の提供、ショートステイの利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対

応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス拠点

の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくりを行う機能が求めら

れています。 

このため、今後、障害のある人の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据えて、こ

れらの機能をさらに強化するとともに、こうした拠点等の整備にあわせて相談支援

を中心として、学校からの卒業、就職、親元からの自立等の生活環境が変化する節

目を見据えて、中長期的視点に立った継続した支援を行う必要があります。 

 

○ 福祉施設から一般就労への移行等の推進 

就労移行支援事業等の推進により、障害者一人ひとりの能力、適性に合った福祉

施設の利用による福祉施設から一般就労への移行を進めるとともに、福祉事業所に

おける雇用の場の拡大を図ります。 

 

○ 障害児支援の提供体制の確保に関する考え方 

障害のある子どもについては、子ども・子育て支援法に基づく教育、保育等の利

用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、児童福祉法に基づく

障害児支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点から、教育、保
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育等の関係機関と連携し、障害のある子ども及びその家族に対して、乳幼児期から

学校卒業まで一貫した効果的な支援を、身近な場所で提供する体制の構築を図るこ

とが求められています。 

本町では、これまでにも児童発達支援や放課後等デイサービスなどについての取

組みを進めています。今後も障害福祉サービス事業所・教育機関・保育所等・要保

護児童対策地域協議会等の関係機関との緊密な連携を図り、障害児支援の充実を推

進します。 

 

 

 

（３）相談体制の充実と権利擁護体制の確立 

障害のある人が地域で自立した生活をしていく上で直面する様々な問題の解決を

促し、必要な福祉サービスを適切に利用できるように、相談支援体制の充実を図る

ことが求められています。 

本町では、町福祉課障害福祉班を中心に、町健康こども課、社会福祉協議会、そ

の他庁内各部署が連携した障害者相談体制をとっています。 

広域でより専門的な相談を行う機関として、「千葉県山武健康福祉センター（山

武保健所）」や「千葉県中央障害者相談センター」、「千葉障害者職業センター」、

「千葉県精神保健福祉センター」などがあるほか、身体障害者相談員、知的障害者

相談員、民生委員・児童委員、人権擁護委員、広域専門指導員、相談支援事業所な

ども個別に相談を受け、適切な支援につながるよう努めています。 

今後は、庁内各部門や関係相談機関との連携を強化し、相談支援体制の充実に努

めていくとともに、支援が必要であるにもかかわらず、支援が届いていない障害の

ある人に対し、行政や支援機関などが積極的に働きかけを行っていく支援体制を検

討していきます。 

また、判断能力が不十分な障害のある人の権利を守るための成年後見制度や社会

福祉協議会の日常生活自立支援事業の利用を促進するとともに、障害のある人が犯

罪被害や人権被害に遭わないように、障害当事者の地域の人々への積極的な関わり

を支援し、関係機関（消防・警察・医療・交通）や地域の身近な人たち（商店等）

への啓発を行うことにより、障害のある人を地域で見守る環境を作っていきます。  

さらに、障害者虐待の早期発見・防止への取組みについても、関係機関との連携

強化、町障害者虐待防止センターの相談窓口の周知等を通じて、虐待の早期把握、

予防、虐待を受けた障害者や障害者の養護者への支援等の取り組みを進め、障害者

虐待の防止を推進していきます。 
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その他、福祉施設・学校・医療機関等での権利侵害の未然防止を図るとともに、

福祉サービス等に関する苦情については、県などと連携しながら相談・対応を強化

します。 

一方、障害があり、刑務所を出所後に福祉的支援が必要であるにもかかわらず、

適切な支援を受けられないまま、生活困窮に陥り、再犯を繰り返す事例が増加して

います。 

このような、触法障害者の刑務所出所後の支援については、服役中から「千葉県

地域生活定着支援センター」や「中核地域生活支援センター」、刑務所内のソーシ

ャルワーカーと連携をとり、手帳の取得、就労支援、相談支援、障害福祉サービス

申請等の手続きについて、専門機関と連携をしながら、適切な対応を図ります。 

  



 

 
65 

 

第 章    第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画 

 

 

１ 第６期障害福祉計画における数値目標設定について【成果目標】 

障害者総合支援法第８８条に基づく「障害福祉計画」及び児童福祉法第３３条の

20に基づく「障害児福祉計画」の数値目標について、国の基本指針を踏まえるとと

もに、本町における過去の実績と地域の実情を考慮し、令和５年度を目標年度とし

て設定します。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行  

目 標 値 設定の考え方 

令和５年度末の 
施設入所者数  30 人 

令和元年度末時点（30人）の入所者数を維持 
【国指針：令和元年度末時点の施設入所者数から 1.6％以
上削減】 

令和５年度末までの 
地域生活移行者数  １人 

入所者の状況を勘案し、１人が施設からグループホ
ーム等へ地域移行 
【国指針：令和元年度末の施設入所者数の 6％以上が地域
生活に移行】 

〇目標達成のための方策 

令和元年度末時点での施設入所者は30人（基準値）でしたが、当町においては施

設入所者におけるグループホーム等への地域移行については、在宅生活が困難な重

度障害のある方を除き、概ね移行が完了している状況です。 

施設入所者数については、施設入所のニーズがあることから基準値の入所者数を

維持すると見込み「30人」としました。 

地域生活移行者数については、入所者の状況を勘案し「１人」としました。 

障害のある方が、施設での生活を選択される背景には、障害の重度化、介護者の

高齢化、家庭環境、虐待等による緊急性等様々な理由があります。丁寧な相談支援

により入所者・家族の心身状況や居住の場に関する意向を把握するとともに、地域

で生活するという選択肢を提示できるよう、安心して生活できる居住の場や日中活

動の場の拡充、地域の支援体制の確保、地域住民の理解促進、福祉関係機関との連

携強化を図りながら地域移行を推進します。 
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（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築   

項目／目標値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

保健、医療及び福祉関係者に
よる協議の場の開催回数 

７回 ７回 ７回 

保健、医療及び福祉関係者に
よる協議の場への関係者の
参加者数 

119 人 119 人 119 人 

保健、医療及び福祉関係者に
よる協議の場における目標
設定及び評価の実施回数 

７回 ７回 ７回 

設定の考え方 

【国指針】 

・精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域における平均生活日数の上

昇：316 日以上とすることを基本 

・令和 5 年度末の全国の目標値は平成 30 年度と比べて 6.6～4.9 万人減少 

・3 ヶ月時点 69％以上、6 ヶ月時点 86％以上、12 ヶ月時点 92％以上とする

ことを基本 

 上記の指針を達成するために、保健・医療及び福祉関係者による協議の場を通

じて、重層的な連携による支援体制を構築するため町としての目標値を設定した。 

〇目標達成のための方策 

平成30年度に山武圏域３市３町で共同設置した「山武圏域精神障害にも対応した

地域包括ケアシステム構築会議」において、精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築を進め関係機関との連携、患者・家族、福祉サービス利用者等への周

知活動を実施し、必要な支援体制の確保を図ります。 

 

 

（３）地域生活支援拠点等の整備  

目 標 値 設定の考え方 

令和５年度末までに地域生活支援
拠点を山武圏域に１カ所設置  【国指針：令和５年度末までの間、各市町村又は各圏域

に１つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機
能の充実のため、年１回以上運用状況を検証、検討する
ことを基本】 地域生活支援拠点等の運用状況に

ついて、年 1回以上検証・検討 

〇目標達成のための方策 

山武圏域３市３町において基幹相談支援センター設置を目指した協議と併せて、

設置形態や体制等を含めて広域での整備を協議・検討します。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等  

目 標 値 設定の考え方 

令和５年度までの 
一般就労移行者数 

６人 
(1.27 倍増) 

令和５年度までに、福祉施設から一般就労へ移行

させる人数。令和元度実績値(５人)の 1.27倍増 

【国指針：令和元年度実績の 1.27 倍以上】 

令和５年度までの 
一般就労移行者数 

（就労継続支援Ａ型）  

１人 
(1.26 倍増) 

令和５年度までに、就労継続支援Ａ型から一般就

労へ移行させる人数。令和元度実績値(０人)の

1.26 倍増 

【国指針：令和元年度実績の 1.26 倍以上】 

令和５年度までの 
一般就労移行者数 

（就労継続支援Ｂ型）  

１人 
(1.23 倍増) 

令和５年度までに、就労継続支援Ｂ型から一般就

労へ移行させる人数。令和元度実績値(０人)の

1.23 倍増 

【国指針：令和元年度実績の 1.23 倍以上】 

令和５年度における 
就労定着支援事業の 

利用者数 

４人 
（70％） 

令和５年度における就労移行支援事業等を通じて

一般就労に移行する人数。 

【国指針：７割が就労定着支援事業を利用することを基

本】 

令和５年度における 
就労定着支援事業の 

就労定着率  
80％ 

令和５年度における就労定着支援による支援開始

から１年後の職場に定着させる割合が８割以上の

事業所の割合。 

【国指針：就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割

以上とすることを基本】 

 〇目標達成のための方策 

「山武圏域自立支援協議会 就労部会」、「障害者就業・生活支援センター（山武

ブリオ・東総就業センター・香取就業センター）」、「ハローワーク」、「障害福

祉サービス事業所」と連携しながら、企業等が障害者雇用について理解を深められ

るよう働きかけを行い、就労・実習の場の確保を図ります。また、就労定着支援（最

長３年間）の終了後も切れ目なく支援が継続するように、障害者就業・生活支援セ

ンターや就労移行支援事業所と連携し、必要な支援体制の確保を図ります。 
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（５）障害児支援の提供体制の整備等  

 

目 標 値 設定の考え方 

令和５年度末までに 
児童発達支援センター設置

  
１カ所 

【国指針：令和５年度末までに、児童発達支
援センターを各市町村又は各圏域に少なくと
も１カ所以上設置することを基本】 

令和５年度末までに 
保育所等訪問支援を利用できる 
体制構築  
(第１期障害児福祉計画期間において構築済み） 

有 
【国指針：令和５年度末までに、全ての市町
村において保育所等訪問支援を利用できる体
制の構築を基本】 

令和５年度末までに 
重症心身障害児を支援する 
児童発達支援事業所の確保  

１カ所 
【国指針：令和５年度末までに、各市町村又
は圏域に少なくとも１カ所以上確保すること
を基本】 

令和５年度末までに 
重症心身障害児を支援する 
放課後等デイサービス事業所の確保 

１カ所 
【国指針：令和５年度末までに、各市町村又
は圏域に少なくとも１カ所以上確保すること
を基本】 

令和５年度末までに 
医療的ケア児支援のための協議の場 
(第１期障害児福祉計画期間において設置済み） 

有 

【国指針：令和５年度末までに、各都道府県、
各圏域及び各市町村において、保健、医療、
障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携
を図るための協議の場を設けることを基本。】 

令和５年度末までに 
医療的ケア児等に関する 
コーディネーターの配置 
(第１期障害児福祉計画期間において配置済み） 

有 
【国指針：令和５年度末までに、各都道府県、
各圏域及び各市町村において、医療的ケア児
等に関するコーディネーターの配置を基本。】 

〇目標達成のための方策 

「山武圏域自立支援協議会 障害児部会」や「香取海匝地域療育システムづくり検

討会」に参画し、広域での情報共有を図り、国の基本指針で示されている障害児支

援の提供体制の整備等を達成するための各取組みについて協議・検討します。 

児童発達支援センターの設置については、設置形態について協議・検討を行いつ

つ、社会福祉法人等における民間活力での設置を推進します。 
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（６）相談支援体制の充実・強化等   

 

項目／目標値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

総合的・専門的な相談支援 無 有 有 

地
域
の
相
談
支
援
体
制
の
強
化 

地域の相談支援事業者に対す
る訪問等による専門的な指導
助言件数 

０件 １件 １件 

地域の相談支援事業者の人材
育成の支援件数 

０件 １件 １件 

地域の相談機関との連携強化
の取り組みの実施回数 

０件 １件 １件 

設
定
の
考
え
方 

【国指針：令和５年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、障害の種別

や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の

強化を実施する体制を確保することを基本。】 

〇目標達成のための方策 

令和４年度から山武圏域３市３町で基幹相談支援センターを共同設置し、山武圏

域における中核的な相談支援機関として、支援困難な障害者等への相談等、総合的・

専門的な支援を実施します。 

また、地域の相談支援事業者に対しても、訪問等による専門的な指導、助言、人

材育成の支援、相談機関との連携強化の取組みを実施します。 
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（７）障害福祉サービス等の質の向上   

項目／目標値 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障害福祉サービスに係る各種研修の活用 ２名 ２名 ２名 

障害者自立支援審査支払いシステムによ
る審査結果の共有 

有 有 有 

設定の考え方 
【国指針：令和５年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるため 

の取組みに関する事項を実施する体制を確保することを基本。】 

〇目標達成のための方策 

利用者が必要とする障害福祉サービス等を提供していくための取り組みとして、

千葉県が実施する障害福祉サービス等に係る研修、山武圏域自立支援協議会が開催

する各種研修への町職員の参加を促進します。 

また、町の障害福祉サービスに対する需要の把握、分析に努め、必要に応じ関係

機関への指導助言・情報共有・連携を行い障害福祉サービスの質の向上を図ります。  
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２ 障害福祉サービスの見込量 

（１）訪問系サービス 

サービス名 事業内容 

居宅介護 

日常生活に支障のある身体・知的・精神に障害のある人、障害のある児

童を対象に、ホームヘルパーが自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行

います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者（身体障害）で、常に介護を必要とする人に、自宅

で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行

います。現在、利用実績がないため、サービス提供見込量は見込まない

こととします。 

行動援護 

知的・精神に重度の障害のある人、障害のある児童が行動するときに、

自傷、異食、徘徊等による危険を回避するために必要な支援、外出支援

を行います。現在、利用実績がないため、サービス提供見込量は見込ま

ないこととします。 

同行援護 
移動に著しい困難のある視覚障害のある人を対象に、外出時における移

動の援護や、移動に必要な情報提供を行います。 

重度障害者等包括 

支援 

介護の必要性が高い人を対象に、事業者が「サービス利用計画」に基づ

いて、居宅介護（ホームヘルプ）等の複数のサービスを包括的に提供し

ます。現在、利用実績がないため、サービス提供見込量は見込まないこ

ととします。 

 

① 必要な量の見込み 

サービス名 単位 

見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

居宅介護 
人/月 27 28 29 

時間/月 392 406 421 

重度訪問介護 
人/月 0 0 0 

時間/月 0 0 0 

同行援護 
人/月 2 2 3 

時間/月 15 15 23 

行動援護 
人/月 0 0 0 

時間/月 0 0 0 

重度障害者等包括 
支援 

人/月 0 0 0 

時間/月 0 0 0 

② 見込量確保の方策 

福祉施設から地域生活への移行や障害のある人の地域生活を支えるうえで、訪問

系サービスが中心的役割を担うと考えられます。そのため、適切な支給量となるよ

うに相談支援事業所等と連携し、ニーズに応じたサービスの利用につなげます。 
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（２）日中活動系サービス 

サービス名 事業内容 

生活介護 

（デイサービス） 

常に介護を必要とする人に、障害者支援施設等の施設で、入浴、排せつ、

食事の介護や創作的活動、生産活動の機会提供を行います。 

自立訓練（機能訓練・

生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は

生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する人に、事業所内や企業における作業・実

習など就労に必要な訓練や、適性にあった職場探し、就労後の職場定着

のための支援等を行います。 

就労継続支援 

(Ａ型） 

利用者と事業者が雇用関係を結び、生産活動その他の活動の機会を通じ

て、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援 
(Ｂ型） 

一定の賃金水準のもとでの継続した就労の機会を提供し、雇用への移行

に向けた支援を行います。 

就労定着支援 
一般就労している人に対して、就労に関する問題を解決するため、必要

な連絡調整やアドバイスなどの支援を行います。 

療養介護 
医療を要する障害があり、常時介護を必要とする人に、医療機関での機

能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の援助を行います。 

短期入所 
（ショートステイ） 

自宅で介護している人が病気等の理由で、一時的に介護できない場合

に、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行いま

す。 

 

① 必要な量の見込み 

サービス名 単位 
見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

生活介護 
人/月 57 58 59 

人日/月 1,083 1,102 1,121 

自立訓練 
(機能訓練） 

人/月 0 0 0 

人日/月 0 0 0 

自立訓練 
(生活訓練） 

人/月 0 0 0 

人日/月 0 0 0 

就労移行支援 
人/月 7 8 9 

人日/月 120 140 160 
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サービス名 単位 
見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

就労継続支援 
(Ａ型） 

人/月 7 8 9 

人日/月 119 136 153 

就労継続支援 
(Ｂ型） 

人/月 26 27 28 

人日/月 468 486 504 

就労定着支援 人/月 2 3 4 

療養介護 人/月 2 2 2 

短期入所 

（福祉型） 

人/月 6 7 8 

人日/月 108 126 144 

短期入所 

（医療型） 

人/月 1 1 1 

人日/月 3 3 3 

 

② 見込量確保の方策 

・日中活動系のサービスは、今後も利用が増加することが予測されるため、相談

支援事業所やサービス提供事業者と情報共有しながら、安定的な支給量の確保

に努めます。 

・短期入所系のサービスについては、相談支援事業所と連携しながら適切な利用

を促進し、介護者の入院等の緊急対応や介護負担軽減を図ります。 
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（３）居住系サービス 

サービス名 事業内容 

自立生活援助 
一人暮らしを希望する人に対して、定期的な訪問等を行って生活状況を

確認し、必要な助言や、医療機関等との連絡調整等の支援を行います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

就労又は障害福祉サービス等を利用している障害のある人を対象に、夜

間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 

また、グループホーム入居にあたっては、必要に応じて「山武圏域障害

者グループホーム等支援ワーカー」への相談につなげていきます。 

施設入所支援 
夜間に介護を必要とする身体・知的・精神に障害のある人を対象に、入

所施設において夜間における居住の場を提供します。 

 

① 必要な量の見込み 

サービス名 単位 

見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

自立生活援助 人/月 0 0 0 

精神障害者の自立
生活援助 

人/月 0 0 0 

共同生活援助 人/月 27 28 29 

精神障害者の共同
生活援助 

人/月 13 14 15 

施設入所支援 人/月 30 30 30 

 

② 見込量確保の方策 

・千葉県が定めた地域の精神保健医療福祉体制を勘案し、利用意向のニーズを把

握しながら、サービス提供体制を検討していきます。 

・地域移行が求められる中、共同生活援助のニーズは今後さらに増加することが

予測されるため、地域で生活するという選択肢を提示できるよう、安心して生

活できる居住の場や地域の支援体制の確保に努めます。 

・施設入所支援については、国として地域移行を進める中でも、重度の障害者の

生活の場として、依然としてニーズが高いことを踏まえ、入所の必要がある人

が安心して生活できるようサービス提供体制を確保します。 
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（４）その他の障害福祉サービス 

サービス名 事業内容 

相談支援（サービス等

利用計画作成） 

入院・入所から地域生活へ移行するため、一定期間、集中的な支援を必

要とする人や、自らサービス利用について調整することが困難な人等へ

サービス等利用計画の作成を行います。 

補装具費の支給 
身体機能を補い、長期に継続して使用される補装具（義肢、装具、車い

す等）の購入費、修理費や貸与についての支給を行います。 

自立支援医療 

身体に障害のある児童の生活能力を得るための医療（育成医療）、身体

に障害のある人の更生のための医療（更生医療）、精神に障害のある人

が通院して受ける医療（精神通院医療）の提供を県と連携して行います。 

療養介護医療 
医療を必要とし、常時介護を必要とする身体に障害のある人に、医療施

設から療養介護における医療の提供を行います。 

 

① 必要な量の見込み 

サービス名 単位 

見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

計画相談支援 人/月 51 52 53 

地域移行支援 人/月 １ 1 2 

精神障害者の地域
移行支援 

人/月 1 1 1 

地域定着支援 人/月 12 13 14 

精神障害者の地域
定着支援 

人/月 6 7 8 

 

② 見込量確保の方策 

・相談支援の対象者増加が見込まれる中、丁寧な相談支援と必要なモニタリング

頻度の確保により、利用者が適切な相談支援サービスを受けられるよう、相談

支援事業所、サービス提供事業所、中核地域生活支援センター、保健所、医療

機関等と連携しながらサービス提供体制を確保します。 

・千葉県が定めた地域の精神保健医療福祉体制を勘案し、利用意向のニーズを把

握しながら、サービス提供体制を検討していきます。 
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（５）障害児福祉サービス 

サービス名 事業内容 

障害児支援利用援助 

児童の保護者から依頼を受けた指定障害児相談支援事業者が、支給決定

前に、「障害児支援利用計画案」を作成し、支給決定後に、サービス事

業者等との連絡調整等を行うとともに、「障害児支援利用計画」の作成

を行います。 

継続障害児支援利用

援助 

指定障害児相談支援事業者が、一定期間ごとに、支給決定されたサービ

ス等の利用状況の検証（モニタリング）を行い、「障害児支援利用計画」

の見直しを行います。 

児童発達支援 
児童発達支援センター等の施設において、日常生活における基本的な動

作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を提供します。 

医療型児童発達支援 

上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対し、医療型児童発達支

援センター等において、児童発達支援及び治療を行います。現在、利用

実績がないため、サービス提供見込量は見込まないこととします。 

放課後等デイサービ

ス 

就学している児童に対し、授業の終了後又は休業日に児童発達支援セン

ター等の施設において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との

交流の促進を提供します。 

居宅訪問型児童発達

支援 

重度の障害のある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、

集団生活への適応訓練などの支援を自宅に訪問して行います。 

保育所等訪問支援 

障害のある児童が通所する保育園、幼稚園、学校等に支援員が訪問し、

集団生活のサポートや、児童の成長、発達を保護者、保育士等と共有し

支援します。なお、町健康こども課では独自に、町内保育所（園）、幼

稚園へ臨床心理士等による巡回相談を行っています。 

福祉型障害児入所支

援 

障害のある児童について、入所により日常生活における基本的な動作の

指導や集団生活への適応訓練等を行います。 

医療型障害児入所支

援 

知的障害児、肢体不自由児、重症心身障害児について、入所により日常

生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練、治療等を行

います。 

医療的ケア児に対す

る支援 

医療的ケアが必要な児童に対し、必要な支援が受けられるように調整等

を行うコーディネーターを配置します。 

子ども・子育て支援等

における障害児受け

入れ 

障害の有無に関わらず児童が共に成長できるよう、地域社会への参加・

包容（インクルージョン）を推進するため、子ども・子育て支援施設等

での受け入れを行います。 
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① 必要な量の見込み（１月当たり） 

サービス名 単位 
見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

障害児相談支援 人/月 15 16 17 

児童発達支援 
人/月 13 14 15 

人日/月 65 70 75 

医療型児童発達支援 
人/月 0 0 0 

人日/月 0 0 0 

放課後等デイサービス 
人/月 39 40 41 

人日/月 390 400 410 

居宅訪問型児童発達支
援 

人/月 0 0 0 

人日/月 0 0 0 

保育所等訪問支援 
人/月 2 3 4 

回/月 2 3 4 

医療的ケア児に対する
関連分野の支援を調整
するコーディネーター
の配置人数 

人/年 1 1 1 

 

② 見込量確保の方策 

・児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援については、今後も

利用が増加することが予測されます。事業所と連携を図りながら、ニーズに応

じた安定的な支給量の確保に努めます。 

・医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援については、圏域に実施事業所

がなく利用実績もないため、令和５年度までは利用がないと見込みますが、利

用意向のニーズを把握しながら、サービス提供体制を検討していきます。 

・障害児相談支援については、子どもの障害や特性に応じた支援を総合的に判断

し、丁寧な相談支援と必要なモニタリング頻度の確保により、利用者が適切な

相談支援サービスを受けられるよう、障害児相談支援や障害児通所支援事業所

の提供体制を確保します。 
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３ 地域生活支援事業の見込量 

【必須事項】 

サービス名 事業内容 

理解促進研修・啓発事

業 

地域住民への働きかけを強化することにより、障害のある人が日常生活

及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去し、共生社会の実

現を図ることを目的として、山武圏域自立支援協議会、山武圏域障害者

差別解消地域支援協議会と連携し、障害のある人等に対する理解を深め

るための研修・啓発事業を行います。 

自発的活動支援事業 

障害のある人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる共

生社会の実現を目的として、障害のある人、その家族、地域住民等によ

る地域における自発的な取組みを支援します。 

障害者相談支援事業

（自立支援協議会の

運営含む） 

「山武圏域自立支援協議会」で、相談事業の評価や困難事例への対応に

係る調整を行うほか、福祉サービス施策についての検討などを行い、ケ

ア会議を通じて、障害のある人に対する支援の方針・方向性を共有し、

指定相談支援事業者や指定障害福祉サービス事業者などとの関係機関

と連携しており、引き続き障害のある人への課題に対する情報共有と解

決策の推進を図ります。 

また、中立・公正な相談支援事業を実施するために、個々の障害のある

人のニーズに応じたサービス等利用計画のモニタリングの実施や困難

事例に対する検討会議の開催、障害関係の計画の進行管理、地域の関係

機関とのネットワークの構築等を推進します。 

一方、障害者虐待への対応として、関係者との連携を強化し、相談支援

の体制を充実するとともに、虐待防止に向けた理解・啓発を推進し、虐

待の未然防止と早期発見に努め、また、障害者虐待防止センターでの

24 時間 365 日の通報等受理体制を継続していきます。 

基幹相談支援センタ

ー設置への協議・検討 

地域の実情に応じた総合相談・専門相談、地域移行・地域定着、権利擁

護・虐待防止、地域の相談支援体制の強化に向け、基幹相談支援センタ

ーの設置を「山武自治研究会福祉部会」や「山武圏域自立支援協議会」

において、協議・検討します。 

基幹相談支援センタ

ー等機能強化事業 

地域の実情に応じ、専門的職員による高度な相談業務や相談支援事業者

等に対する専門的な指導・助言、情報収集・提供、人材育成の支援、地

域移行に向けた取組み等を実施することにより、相談支援機能の強化を

充実させ、障害のある人等の地域生活を促進していきます。 

また、引き続き、地域活動支援センターⅠ型併設の一般相談、療育相談

支援、療育支援コーディネーター配置に関する機能強化を図っていきま

す。 

住宅入居等支援事業 

一般住宅（公営住宅及び民間の賃貸住宅）への入居を希望しながら、保

証人がいないなどの理由で、入居が困難な障害のある人に対して、入居

に必要な調整等にかかる支援です。平成 27 年４月に施行された生活困

窮者自立支援法の自立相談支援事業及び「山武圏域自立支援協議会」ま

たは「千葉県中核地域生活支援センター」などを通して、住居確保に係

る支援のあり方について検討していきます。 

成年後見制度利用支

援事業 

成年後見制度の利用が有効と認められる知的又は精神に障害のある人

に対して、成年後見制度の利用を支援し、権利擁護を図るとともに、利

用の促進に向けて、制度の周知に努めます。 

成年後見制度法人後

見支援事業 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を

確保できる体制を整備するとともに、市民後見人など適正に業務を担う

人材の育成に努めます。 
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サービス名 事業内容 

意思疎通支援事業（コ

ミュニケーション支

援事業） 

聴覚機能、言語機能、音声機能等の障害のため、意思疎通を図ることに

支障がある人に、必要に応じて手話通訳者、要約筆記者の派遣等を行い

ます。 

日常生活用具給付事

業 

身体・知的・精神に重度の障害のある人、障害のある児童を対象に、日

常生活上の便宜を図るため、自立生活支援用具等を給付します。 

手話奉仕員養成研修

事業 

聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者とし

て期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養

成研修します。 

移動支援事業 
屋外での移動に困難がある身体・知的・精神に障害のある人や障害のあ

る児童を対象に、外出ヘルパーによる移動支援を行います。 

地域活動支援センタ

ー事業 

地域活動支援センターにより、障害のある人が地域において自立した日

常生活や社会生活を営むことができるよう、ニーズに合ったあり方につ

いて検討しつつ、「創作活動や生産活動の機会の提供や社会との交流等」

を推進します。 

 

必要な量の見込み（年度当たり） 

サービス名 単位 

見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

理解促進研修・ 
啓発事業 

実施 

有無 
有 有 有 

自発的活動支援事業 
実施 

有無 
有 有 有 

障害者相談支援事業 箇所 2 2 2 

基幹相談支援センタ
ー 

箇所 0 1 1 

基幹相談支援センタ
ー等機能強化事業 

箇所 2 2 2 

住宅入居等支援事業 
実施 

有無 
支援の在り方について検討 

成年後見制度利用 
支援事業 

人/年 １ １ １ 

成年後見制度法人 
後見支援事業 

実施 

有無 
予定なし 

手話通訳者・要約筆
記者派遣事業 

人/年 30 30 30 

介護・訓練支援用具 件/年 1 1 1 

自立生活支援用具 件/年 1 1 1 
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サービス名 単位 

見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

在宅療養等支援用具 件/年 1 1 1 

情報・意思疎通支援
用具 

件/年 3 3 3 

排泄管理支援用具 件/年 780 780 780 

住宅改修費 件/年 1 1 1 

手話奉仕員養成研修
事業 

人/年 1 1 1 

移動支援事業 
人/年 6 6 6 

時間/年 52 52 52 

地域活動支援センタ
ー事業 

箇所 
（Ⅰ型・Ⅱ型）２ 

（Ⅲ型）１ 
（Ⅰ型・Ⅱ型）２ 

（Ⅲ型）１ 
（Ⅰ型・Ⅱ型）２ 

（Ⅲ型）１ 
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【任意事業】 

サービス名 事業内容 

訪問入浴サービス事

業 

寝たきり等で、入浴が困難な 65 歳未満の人で、介護保険制度に該当し

ない重度心身障害者（児）に巡回入浴車を派遣し、入浴介護を行います。 

更生訓練費給付事業 

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している人及び身体障害者

更生施設に入所している人に対し、社会復帰の促進を図るため、更生訓

練費を給付します。 

知的障害者職親委託

制度 

職親（民間の事業経営者等）に委託して、知的障害のある人の生活指導・

職業指導等を行います。 

日中一時支援事業 

在宅で介護している家族の就労及び一時的な休息のため、見守り等の支

援が必要と認められる障害のある人や障害のある児童の日中における

活動の場を確保し、日常的な訓練や支援を行います。 

自動車運転免許取得

費助成事業 

障害のある人の就労等社会活動への参加を促進するため、自動車運転免

許の取得に要する費用の一部を助成します。 

自動車改造費助成事

業 

重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労に伴い、自

らが所有し運転する自動車のハンドル、アクセル、ブレーキなどの改造

に要する経費を助成します。 

 

必要な量の見込み（ひと月あたり又は年度あたりの平均） 

サービス名 単位 

見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

訪問入浴サービス事業 人/月 １ １ １ 

更生訓練費給付事業 人/月 １ １ 1 

知的障害者職親委託制度 人/月 １ １ 1 

日中一時支援事業 人/月 12 12 12 

自動車運転免許取得費 
助成事業 

人日/

年 
１ １ １ 

自動車改造費助成事業 
人日/

年 
１ １ １ 
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第 章    計画の推進 

 

 

１ 計画の推進体制 

（１）庁内推進体制の確立 

複雑・多様化しつつある施策ニーズに対し柔軟に対応するため、福祉・保健の分

野を中心に関係各課による庁内の推進体制を確立するとともに、障害者差別解消法

職員研修等の研修会を毎年実施し、行政職員の障害のある人への理解と人権意識・

福祉意識の向上に努めます。 

 

（２）国・県・近隣市町村との連携 

本計画に定めた各種事業の推進にあたっては、国・県・近隣市町村との連携を図

り、「山武圏域自立支援協議会」を活用し、協議を進めながら総合的な施策の推進

に取り組みます。 

 

（３）専門従事者の育成・確保 

県や近隣市町、関係機関との連携を通じて、障害者福祉施策を推進していく上で

不可欠な、社会福祉士及び精神保健福祉士をはじめとした、保健・医療・福祉に関

わる各種有資格者、専門従事者等の育成と確保に努め、県が実施主体となる各種研

修への参加を促進し、育成に寄与します。 

 

（４）関係機関及び事業者等との協働 

この計画を推進していくためには、行政のみならず、ボランティア、各事業所、

各関係機関等、そして、地域の人々の協力と参加が必要です。それぞれが役割を分

担しながら、緊密に連携・協力し、地域の中で障害のある人が自立して生活できる

よう、支援体制の構築を図ります。 
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（５）障害のある人のまちづくり活動への参加促進 

本町で実施される各種施策・事業について、可能な限り、障害のある人の参画を

促進します。特に、各種審議会や委員会など、政策検討の場への積極的な参画を図

ります。 

 

（６）高齢者施策との連携 

現行制度では65歳以上の場合は介護保険制度の適用が優先されるため、介護保険

サービスへの円滑な移行を促進します。なお、平成３０年４月からは、高齢障害者

が介護保険サービスを利用する場合に、利用者負担が軽減される仕組みなどが新設

されることになりました。 

自宅での生活を希望する場合は、自立した地域生活を支えるきめ細かな障害福祉

サービスの提供、家族等の介護者への支援に努めます。家族と暮らしてきた人や、

グループホーム等の利用者、単身者が高齢化に伴いこれまでの生活を継続できない

場合の対応として、施設サービスの必要性、障害のある人の高齢者入所施設の利用

について検討し、円滑なサービス利用の促進に努めます。 

また、長期的な視点で、高齢障害者の居住の場のあり方について検討します。 

 

（７）財源の確保 

本計画の着実な実施に必要な財源を確保するため、本町においては効果的、効率

的なサービス提供に努めるとともに、国や県の補助制度を活用しつつ、国や県に対

し各種財政措置を講じるよう要請していきます。あわせて、適正な利用者負担の設

定等に取り組みます。 
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２ 計画の進行管理と評価 

本計画は、行政、事業者、住民が一体となって推進します。計画の進行管理にあ

たっては、本町で実施する「第２次横芝光町総合計画」の進捗状況や「山武圏域自

立支援協議会」などを活用し、本計画にかかる施策・事業の円滑な推進を図るとと

もに、進捗状況の把握と評価を行い、障害のある人のニーズに沿ったサービスの確

保に努めます。 

障害福祉サービスにおける成果目標及び活動指標については、PDCAサイクルの

プロセスに基づき、少なくとも１年に１回その実績を把握し、障害者施策の実施状

況も踏まえながら分析・評価を行い、必要があると認めるときは計画の変更や見直

しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本指針 
計画策定にあたっての基本的考え方及び達成すべき目標、サービ
ス提供体制に関する必要量の見込の提示 

計画 Plan 

改善 Act 

評価 Check 

実行 Do 

「基本指針」に即して成果目標及び活動指標を設
定するとともに、サービスの見込量の設定やその
他確保のための方策等を定める。 

中間評価等の結果を踏まえ、必要があ
ると認められるときは、計画の変更や
事業の見直し等を実施する。 

成果目標及び活動指標については、少なくとも１
年に１回その実績を把握し、障害者施策や関連施
策の動向も踏まえながら、計画の中間報告として
分析・評価を行う。 

計画の内容を踏まえ、事業を実施する。 

Check 

Kk 

Plan 

Act Do 
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横芝光町障害者福祉計画 

発   行：令和３年 月 

企画・編集：横芝光町 福祉課 障害福祉班 

〒２８９－１７９３ 

千葉県山武郡横芝光町宮川１１９０２番地 

電 話 ０４７９－８４－１２５７（福祉課直通） 

ＦＡＸ ０４７９－８４－２７１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


